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第
一
節

保
健
施
策
の
変
遷

明
治
以

前

保
健
施
策
が
現
在
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
医
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
疾
病
の
原
因
と
そ
の
治
療
法
が
確
立
さ
れ
る

に
及
ん
で
か
ら
で
あ
る
。
病
気
の
原
因
の
わ
か
ら
な
か
っ
た
往
時
に
は
、

病
気
を
も
た
ら
す
悪
霊
が
あ
る
と

信
じ
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
悪

霊
を
退
散
さ
せ
る
た
め
の

加
持
祈が
祷
と

か
、

悪
霊
の
い
や
が
る
草
根
木
皮
を
用
い
る
こ
と
な
ど
が
病
気
を
治
し
、

病
気
を
予
防
す
る
手
段

と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

天
保
十
一
年
(
一
八
四
〇
)
天
然
痘
の
流
行
に
際
し
て
患
者
の
枕
も
と
で
そ
の
悪
霊
に
祝
詞
を
読
み
聞
か
せ
、

退
散
を
命
じ
て
い
る
が
、

そ
の
一
例
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

普
天
ノ
下
率
土
ノ
浜
聖
王
ノ
民
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
シ
汝
疫
神
謹
デ
速
ニ
去
ル
ベ

シ
去
ラ
ザ
ル
者

ハ牛
頭
天
王
ニ
奏
シ
テ
王
兵
ヲ
以
テ
征
討
ス
ベ
キ
モ

ノ
也

天
保
十
一
年
正
月

甲
府
御
役
所

他
に
治
療
手
段
も
な
く
、
予
防
手
段
も
な
か
っ
た
当
時
と
し
て
は
“
切
り
払
い

"
と
い
う
こ
の
読
み
聞
か
せ
に
頼
る
よ
り
ほ
か
は
な
か

っ
た
。
天
然
痘
は
数
年
ご
と
に
流
行
し
た
が
、
一
度
病
め
ば
二
度
と
か
か
る
こ
と
が
な
い
の
は
経
験
的
に
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
一
度
は
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か
か
る
も
の
と
し
て
あ
き
ら
め
て
、
こ

れ
を
疫
病
神
と
称
し
た
の
で
あ
る
。

疫
病
が
流
行
す
る
と
加
持
祈
祷
、
村
ご
と
の
疫
病
侵
入
除
け
の
呪
詛

(じ
ゅ
そ
)
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
村
境
へ
注
連
縄
(
し
め
な
わ
)
を

張
っ
た
り
、

疱
瘡
(
ほ
う
そ
う
)

神
を
祭
っ
た
り
し
た
名
残
は
現
在
で
も
見
ら
れ
る
。

一
八
〇
〇
年
代
に
急
速
に
進
展
を
み
せ
た
西
洋
医
学
は
、
シ
ー
ボ
ル
ト
に
よ
る
長
崎
の
診
療
所
開
設
を
契

機
と
し
て
日
本
に
普
及
し
は

じ
め
た
。
嘉
永
二
年
(
一
八
四
九
)
天
然
痘
予
防
の
牛
痘
接
種
が
成
功
し
、

西
洋
医
学
の
実
力
が
発
揮
さ
れ
る
に
及
ん
で
正
式
に
採
用
さ

れ
、
こ
こ
に
近
代
医
学
が
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
は
安
政
五
年
(
一
八
五
八
)
伊
東
玄
朴
ら
の
種
痘
所
開
設
を
認
め
、

制
度
的

に
も
西
洋
医
術
は
定
着
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

時
代
は
急
速
に
明
治
新
政
府
の
樹
立
と
な
っ
た
。

新
政
府
は
慶
応
四
年
(
一
八
六

八)

西
洋
医
術
採
用
を
公
許
、

同
年
幕
府
の
医
学
所
を
医
学
校
と
し
て
再
興
し
、

仮
病
院
を
設
け
て
医
学
校
に
管
理
さ
せ
た
。
明
治
二
年
医
学

校
は
「
医
学
校
兼
病
院
」
と
改
め
ら
れ
、
医
学
校
、
病
院
、
種
痘
館
、
梅
毒
院
、
薬
園
の
五
局
制
と
な
り
、
引
き
取
り
人
の
な
い
死
刑
者

な
ど
の
場

合、
死
体
の
解
剖
を
認
め
た
。

や
が
て
明
治
五
年
、
文
部
省
に
医
務
課
を
置
き
医
務
衛
生
行
政
を
所
管
さ
せ
た
が
同
八
年
、
内
部
省
の
所
管
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

後
昭
和
十
三

年
厚
生
省
の
設
置
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

保
健
施
策
は
、

医
科
学
、
医
術
の
進
歩
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
施
策
と
、

実
施
に
要
す
る
施
設
設
備
な
ど
総
合
的
、

一
元
的
な
体
制
が

望
ま
れ
る
と
し
て
、
明
治
七
年
(
一
八
七

四)
「
医
制
」
が
施
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
近
代
医
政
の
発
足
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
県
の

医
療
施
策

本
県
の
保
健
施
策
が
施
策
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
江
戸
時
代
末
期
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
と
し
て
は
長
(
永
)
田
徳
本
が
あ

る
。
三
河
国
(
現
愛
知
県
)
の
生
ま
れ
で
大
永
・
享
禄
年
間
(
一
五
二
‒ 一
一
五
三
一)

医
師
と
し
て
武
田
信
虎
に
仕
え
た
。
貧
民
施
療
を

も
し
た
と
い
わ
れ
、
甲
斐
徳
本
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
治
療
費
も
貧
富
を
問
わ
ず
十
八
文
以
上
は
受
け
取
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
医
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術
は
長
く
伝
え
ら
れ
て
残
り
、
癩
病
(
ハ
ン
セ
ン
病
)
の
治
療
に
「
大
風
子
油
」
を
用
い
る
な
ど
、
そ
の
医
術
は
極
め
て
高
度
で
あ
っ
た

と
い
う
。

江
戸
時
代
末
期
、
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
の
医
家
橋
本
保
節
は
、
疫
病
は
人
か
ら
人
へ
伝
染
す
る
実
例
を
挙
げ
、
疫
病
に
か
か
っ
た
者

を
隔
離
す
れ
ば
伝
染
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
「
断
毒
論
」
を
提
唱
し
た
。
特
に
天
明
七
年
八
丈

島
の
島
民
が
浜
岸
へ
漂
着
し
た
箱
の
中

の
絵
や
人
形
を
拾
っ
て
帰
り
、
そ
れ
で
一
家
が
疫
病
に
か
か
る
と
と
も
に
、

島
民
に
も
流
行
し
た
実
例
を
示
し
て
そ
の
正
当
性
を

唱
え

た
。
し
か
し
人
々
の
保
健
思
想
は
そ
れ
を
理
解
で
き
る
ほ
ど
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

や
が
て
明
治
新
政
府
に
な
る
と
明
治
三

年
、
県
病
院
が
甲
府
に
開
設
さ
れ
、
翌
四
年
「
種
痘
条
規
」
が
制
定
さ
れ
る
な
ど
制
度
と
そ
の

運
営
が
近
代
化
へ
の
歩
み
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
県
立
病
院
が
甲
府
の
み
に
あ
る
こ
と
は
、
地
方
へ
の
恩
恵
が
乏
し
い
と
し
て
谷
村
、
睦

合
、
日
野
原
の
各
分
院
が
明
治
十
二
年
ま
で
に
開
設
さ
れ
た
。

し
か
し
そ
の
運
営
が
必
ず
し
も
健
全
で
は
な
い
な
ど
の
理
由
で
明
治
二
十
二
年
廃
止
に
至
っ
た
。

こ
れ
ら
の
流
れ
の
な
か
に
あ
っ
て
本
村
も
ま
た
医
療
施
設
の
空
白
地
と
し
て
多
難
な
歩
み
を
続
け
て
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

本
村
の
す
が
た

明
治
新
政
府
の
保
健
衛
生
施
策
は
、
西
洋
医
学
の
導
入
と
、
こ
れ
に
伴
う
医
術
の
進
展
に
併
せ
て
、
と
き
に
は
朝
令
暮
改
と
さ
え
思
わ

れ
る
ほ
ど
に
急
速
に
整
備
さ
れ
て
き
た
。
明
治
十
二
年
(
一
八
七
九
)
「
地
方
衛
生
会
規
則
」
を
通
達
し
、
衛
生
行
政
の
進
展
を
図
る
と
と

も
に
「
府
県
衛
生
課
事
務
条
項
」
を
定
め
、
「
町
村
衛
生
事
務
条
項
」
に
よ
っ
て
県
お
よ
び
町
村
の
行
う
べ
き
衛
生
事
務
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
施
策
の
な
か
で
県
は
町
村
に
対
し
て
衛
生
組
合
の
設
立
を
求
め
て
い
る
。

同
十
六
年
本
村
は
大
嵐

村、
勝
山
村
、
大
富
村
の
三

カ
村
と
連
合
衛
生
会
を
組
織
し
て
い
る
。

こ
れ
と
前
後
し
て
村
の
衛
生
組
合
が
組
織
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
さ
だ
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
別
記
の
規
約
が
あ
り
、

規
約
は
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明
治
十
三
年
布
告
の
「
伝
染
病
予
防
規
則
」
に
定
め
ら
れ
た
罰
則
に!
準
ず
る
と
も
み
ら
れ
る

違
約
金
徴
収
の
条
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

都
白

こ
の
組
合
は
明
治
三
十
年
公
布
さ
れ
た
「
伝
染
病
予
防
法
」
に
よ
っ
て
組
合
が
法
制
化
さ

れ
る
ま
で
存
続
し
た
か
否
か
は
不
詳
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て
明
治
十
二

年
「
伝
染
病
予
防
規
則
」
が
公
布
さ
れ
、
そ
れ
ま
で

個
々
の
伝
染
病
ご
と
に
定
め
た
予
防
規
則
な
ど
を
一
元
化
し
て
い
る
。
こ
の
規
則
は
前
述
し

5
:

た
「
伝
染
病
予
防
法
」
へ
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

1
0

Ja

ま
た
、
こ
の
「
伝
染
病
予
防
規
則
」
で
は
コ
レ
ラ
、
腸
チ
フ
ス
、
赤
痢
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、

Q
=

4
Mた

覚
発
疹
チ
フ
ス
、
天
然
痘
の
六
種
を
伝
染
病
と
定
め
て
い
る
。

L
i
n

d
a

l
E

s
p

o
st

y
l
at

g
i
t

N
A

衛
生
組
合
規
約

茲
二
当
衛
生
組
合
ヲ
設
立
ス
ル
ノ
主
意
ハ
能
ク
此
ノ
組
合
ノ
規
約

ニ
従
と
平
素
土
地
ノ
清
潔
ヲ

鳥
澤
村
衛
生
委

小
野
善
左
エ
門

保
タ
シ
メ
早
ク
伝
染
病
患
者
ヲ
見
出
シ
治
療
及
消
毒
ノ
期
ヲ
失
セ
ス
伝
染
病
患
者
/
隠
蔽
ッ
防
キ

ヨ
ツ
各
自
摂
生
ヲ
守
リ
身
体
ノ
健
康
ラ ヲ
保
ツ
ニ
在
リ
今
其
規
約
ノ
条
件
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

1
m
l
)
3

勝
山

の
会
員

第
一
条

当
組
合
ハ
第
幾
番
戸

ヨ
リ
第
幾
番
戸

ニ
至
ル
戸
数
ヲ
以
テ
区
域
ト
ス

第
二
条

当
組
合
ハ
本
村
長
ノ
指
揮
監
督
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

同
村

第
三
条

当
組
合
二
頭
取
副
頭
取
各
一
名
ヲ
置
ク

r
a
j B

a

第
四
条

頭
取
ハ
組
合
ノ
衛
生
事
務
ヲ
統
轄
ス

N
A

S
M

第
五
条

副
頭
取
ハ
頭
取
ヲ
佐
ケ
テ
組
合
ノ
衛
生
事
務
ヲ
挙
行
ス

同
意

!
第
六
条

正
副
頭
取
ノ
撰
挙
ハ
組
合
員
ノ
撰
□
シ
タ
ル
人
員
ヲ
村
長
ノ
指
名
ス
ル
所
ニ
依
ル

第
七
条

正
副
頭
取
ノ
任
期
ハ
ニ二
ヶ
年
ト
ス
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第
八
条

正
副
頭
取
ハ
勤
務
ノ
報
酬
ト
シ
テ
正
副
頭
取
ノ
求
メ
ニ
依
リ
組
合
員
各
一
日
宛
助
手
ス
ル
事
但
弁
当
持
来
タ
ル
ベ
シ
其
他
火
ノ
番
ヲ
免
除

ス

第
九
条

組
合
員
平
常
三
於
テ
務
ム
へ
キ
概
目
左
ノ
如
し

第
一
項

毎
日
少
ク
モ
一
回
必
ラ
ス
家
屋
ノ
内
外
ヲ
掃
除
ス
ル
事

第
二
項

毎
三
日
一
回
必
ラ
ス
下
水
ヲ
汲
ミ
取
ル
事

第
三
項

毎
五
日
一
回
必
ラ
ス
芥
溜
ノ
塵
芥
ヲ
取
除
キ
之
ヲ
一
定
ノ
塵
捨
場
ニ
輸
送
ス
ル
事

第
四
項

組
合
内
ラ
通
ス
ル
道
路
飲
用
水
路
及
雑
用
水
路
中
塵
芥
汚
物
ノ
停
滞
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ハ

別
ニ
定
ム
ル
掃
除
浚
渫
負
担
区
域
二
従
と
組
合

員
二
於
テ
ス之
ヲ
取
除
キ
ヌ
ハ
浚
渫
シ
常
ニ
水
路
ノ
流
通
ヲ
良
ク
シ
道
路
ノ
清
潔
ヲ
保
ッ
事

第
五
項

大
小
便
所
ノ
周
囲
ハ
之

ヲ
密
閉
シ
且
大
小
便
ハ
常
一
壺
中
二
中
七
八
分
目
以
上
ヲ
溜
メ
サ
ル
事

第
六
項

大
小
便
汲
取
及
ヒ
引
肥
ハ
日
出
前
若
ク
ハ
日
没
後
二
限
ル
事
但
人
家
接
近
ヲ
除
ク
ノ
外
必
要
ナ
ル
時
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス

第
七
項

春
秋
二
期
必
ラ
ス
種
痘

7
怠
ラ
サ
ル
事

第
八
項

夏
季
ニ
ア
リ
テ
ハ
飲
食
物
ハ
総
テ
熱
煮
シ
タ
ル
モ
ノ
ッ
用
ヒ
且
ツ
既
二
腐
敗
ニ
近
キ
食
物
不
熟
ノ
果
物
又
ハ
日
ヲ
経
タ
ル
塩
蔵
魚
肉
等

都
テ
不
消
化
物
ヲ
食
ヒ
及

ヒ
暴
飲
暴
食
ヲ
厳
禁
ス
ル
事

第
十
条

組
合
員
伝
染
病
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
ヌ
ハ
既
二
流
行
ス
ル
ト
キ
恪
守
ス
ヘ
キ
ノ
概
目
左
ノ
如
シ

但
伝
染
病
ト
ハ
虎
列
刺

発
疹
窒
扶
斯

腸
窒
扶
斯

実
布
的
利
亜

赤
痢

痘
瘡
ラヲ
云
フ

第
一
項

伝
染
病
ア
ル
地
方
ヨ
リ
来
客
又
ハ
帰
宅
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
直
チ
ニ
正
副
頭
取
二
報
知
ス
ル
事

第
二
項

虎
列
刺
流
行
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
又
ハ
既

ニ
流
行
ス
ル
ト
キ
下
痢
若
ク
ハ
嘔
吐
ヲ
発
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
速
カ
ニ
医
師
ノ
治
療
ラ
受
ケ
同
時
ニ
正

副
頭
取

ニ
報
知
シ
且
其
嘔
吐
物
又
ハ
下
痢
患
者
ノ
上
レ
ル
便
所
ニ
ハ
正
副
頭
取
ノ
指
揮
ス
ル
消
毒
法
ヲ
行
フ
事

第
三
項

腸
窒
扶
斯
及
赤
痢
流
行
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
又
ハ
流
行
ス
ル
ト
キ
熱
性
病
又
ハ
下
痢
ヲ
発
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
速
カ
ニ
医
師
ノ
治
療
ヲ
受
ケ
同
時

二
正
副
頭
取
二
報
知
ス
ル
事

第
四
項

発
疹
窒
扶
斯
流
行
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
又
ハ
既
二
流
行
ス
ル
ト
キ
総
テ
熱
性
病
二
罹
レ
ル
モ
ノ
ハ
速
カ
ニ
医

師
ノ
治
療
ヲ
受
ケ
同
時
ニ
正
副

頭
取

ニ
報
告
ス
ル
事

第
五
項

実
布
的
利
亜
流
行
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
ヌ
ハ
既
二
流
行
ス
ル
ト
キ
児
童
ノ
感
冒
二
羅
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
速
カ
ニ
医
師
ノ
治
療
ヲ
受
ケ
同
時
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ニ
正
副
頭
取

ニ
報
告
ス
ル
事

第
六
項

痘
瘡
流
行
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
又
ハ
既旣
ニ
に
流
行
ス
ル
ト
キ
痘
瘡
二
疑
シ
キ
患
者
ハ
速
カ
ニ
医
師
ノ
治
療
ヲ
受
ケ
同
時
ニ
正
副
頭
取

ニ
報
告
ス

ル
事

第
七
項

痘
瘡
流
行
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
ヌ
ハ
現
ニ
流
行
ス
ル
ト
キ
ニ
於
テ
ハ
未
痘
児
ハ
勿
論
再
三
種
ラ
ス
ル
モ
種
痘
後
五
年
以
上

ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ハ

臨
時
二
種
痘
ヲ
為
ス
事

第
八
項

組
合
内
二
於
テ
伝
染
病
二
罹
リ
タ
ル
モ
ノ
ァ
ル
ト
キ
ハ
速
カ
ニ
医
師
ノ
治
療
ヲ
受
ク
ル
ハ
勿
論
同
時
ニ
正
副
頭
取
二ニ
報
知
ス
ル
事

右
ノ
外
臨
時
正
副
頭
取
ヨ
リ
指
示
ス
ル
事
項

第
十
一
条

正
副
頭
取

、
平
時
ニ
在
リ
テ
ハ
毎
月
一
回
組
合
各
戸
フ
巡
視
シ
規
約
二
違
ハ
サ
ル
ヤ
否

ヲ
監
督
ス
ベ
シ
若
シ
違
フ
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
懇

諭
シ
テ
速
カ
ニ
規
約
フ ヲ
守
ラ
シ
ム
ベ

シ
従
ハ
サ
ル
モ
ノ
ハ
村
長
二 ニ
申
告
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
二
条

正
副
頭
取
ハ
伝
染
病
流
行
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
又
ハ
既
ニ 二
流
行
ス
ル
ト
キ
ハ
時
々
組
合
各
戸
フ ヲ
巡
視
シ
規
約
二
に
違
ハ
サ
ル
ヤ
否
ラヲ
監
督
ス
ベ

シ
若
シ
違
フ
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
懇
諭
シ
テ
速
カ
ニ
規
約
の
守
ラ
シ
ム
ベ
ッ シ
従
ハ
サ
ル
モ
ノ
ハ
村
長
ニ
申
告
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
三
条

正
副
頭
取
ハ
其
組
合
内
二 ニ
於
テ
伝
染
病
二
罹
レ
ル
モ
ノ
又
ハ
第
十
条
第
二
項
乃
至
第
六
項
ノ
発
病
者
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
認
知
シ
タ
ル
ト

キ
ハ
医
師
ノ
治
療
ヲ
受
ケ
タ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
問
と
若
シ
未
タ
医
師
ノ
治
療
ヲ
受
ケ
サ
ル
モ
ノ
ハ
速
カ
ニ
医
師
ニ
就
ク
ノ
手
続
ヲ
為
シ
同
時
二
村
長
ニ

報
告
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
四
条

正
副
頭
取
ハ
伝
染
病
ノ
流
行
地
ヨ
リ
来
客
又
ハ
帰
宅
シ
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
其
家
ニ
対
シ
テ
ハ
特

ニ
注
意
ヲ
為
ス

ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
五
条

組
合
員
其
組
合
内
二
於
テ
伝
染
病
者
若
ク
ハ
之

ニ
疑
似
ノ
病
者
ア
リ
テ
隠
蔽
ス
ル
コ
ト
ヲ
認
知
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
速
カ
ニ
正
副
頭
取
若
ク

ハ
村
長

ニ
密
告
ス
へ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
六
条

正
副
頭
取
前
条
ノ
密
告
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
チ
ニ
村
長
若
ク
ハ
駐
在
巡
査
二
申
告
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
七
条

正
副
頭
取

ニ
於
テ
ハ
伝
染
病
ト
認
ム
ル
モ
医
師
ハ
之

ヲ
通
常
病
と
診
断
シ
テ
疑
シ
キ
ノ
ロ
ア
ル
モ
ノ
ハ
速
カ
ニ
之
ラ
村
長
若
ク
ハ
駐
在

巡
査
二
密
告
ス
へ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
八
条

当
組
合
ハ
伝
染
病
流
行
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
又
ハ
既
二
流
行
ス
ル
ト
キ
ニ
於
テ
ハ
予
防
上
必
要
ノ
費
用
ハ
組
合
共
通
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
九
条

消
毒
薬
ノ
代
価
其
他
必
要
ノ
費
用
ハ
組
合
員
ノ
協
議
ニ
ョ
リ
組
合
員
家
計
ノ
貧
富
二
応
シ
テ
出
金
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
条

家
計
極
メ
テ
貧
窮
ナ
ル
モ
ノ
ハ
組
合
員
ノ
協
議
ニ
ョ
リ
前
条
ノ
費
用
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
二
十
一
条

伝
染
病
続
々
発
生
シ
到
底
組
合
ノ
費
用
ヲ
以
テ
予
防
消
毒
法
等
施
行
シ
難
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
正
副
頭
取
ハ
之

ヲ
村
長

ニ
申
告
ス
ベ
シ
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第
二
十
二
条

組
合
員
ニ
シ
テ
医
師
ノ
診
療
ニ
係
ル
モ
ノ
赤
貧
ニ
シ
テ
薬
価
其
他
ノ
費
用
ヲ
自
弁
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ハ
其
旨
正
副
頭
取
ヨ
リ

村
長
二
申
出
ツ
ベ
シ

第
二
十
三
条

第
九
条
各
項
二
違
背
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
五
銭
以
上
五
拾
銭
以
下
違
約
金
ヲ
徴
ス

第
二
十
四
条

第
十
条
各
項
第
十
五
条
第
十
九
条
二
違
背
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
三
拾
銭
以
上
三
円
以
下
ノ
違
約
金
ヲ
徴
ス
違
フ
コ
ト
再
三
ニ
及
フ
モ
ノ
ハ

組
合
外
二
駆
逐
シ
且
ツ
平
素
ノ
交
際
ヲ
絶
ツ
ベ ペ
シ

第
二
十
五
条

第
二
十
三
条
第
二
十
四
条
違
約
者
処
分
ハ
搭
テ
村
長
之
ラ
行
フ

隔
離
病
舎

明
治
十
二
年
(
一
八
七

九)
は
全
国
的
に
コ
レ
ラ
が
流
行
し
た
。

全
国
の
死
者
十
万
五
千
七
百
八
十
六
人
で
山
梨
県
で
は
五
百
六
十
七

人
が
死
亡
し
、

患
者
数
は
一
千
三
十
六
人
で
あ
っ
た
。

本
村
の
状
況
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
村
費
と
し
て
徴
収
し
た
「
地
方
税
虎
列
刺
予
防
費
共
割
賦
」
が
あ
り
明
治
十
三
年
一
月
取
り

立

て
と
あ
る
。

一
九
五
・
三
戸
で
平
均
七
銭
五
厘
三

毛
三

朱、
村
合
計
十
四
円
七
十
一

銭
三
厘
一
毛
六
朱
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し

明
治
十
二
年
度
の
村
税
の
四
割
と
コ
レ
ラ
予
防
費
の
う
ち
二
割
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、

他
に
資
料
は
な
く
積
算
過
程
も
判
然
と
し
な

い
。明
治
十
五
年
も
ま
た
コ
レ
ラ
が
大
流
行
し
た
。
二
十
年
は
、

関
東、

東
北
が
中
心
で
死
者
三
万
三
千
七
百
八
十
四
人
、
山
梨
県
の
死
者

一
千
九
百
人
余
り
と
い
う
。

こ
の
年
の
四
月
下

旬
、

横
浜
に
発
生
し
た
コ
レ
ラ
が
大
流
行
と
な
っ
た
が
、

村
あ
て
に
は
南
都
留
郡
役
所
か
ら
六
月
二
日
予
防
措
置
が

通
知
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
患
者
発
生
状
況
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
年
、

村
に
患
者
が
発
生
し
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

明
治
二

十
三

年
に
は
桂
村
(
現
都
留
市
・
西
桂

町)
に
コ
レ
ラ
患
者
が

発
生
し
九
月
二
十
一
日
現
在
、
隣
村
を
含
め
て
三
十
九
名
が
罹
患
し
二
十
一
名
が
死
亡
し
て
い
る
。
こ
の
対
策
と
し
て
患
者
の
家
を
交
通



明治15年コレラ患者発生通知 (郡役所から村あて)

月 日 患者数 死 者数 新患者数 備 考

5月26日 74 56 4月下旬から通計
27 97 63 23

28 110 67 13
29 113 69

30 141 84 28
31 164 92 22

6月1日 00

11 11
7

注 数表は合致していない。
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遮
断
し、

そ
の
家
人
の
外
出
禁
止
を
命
じ
て
い
る
。
患
者
の
薬
、
消
毒
薬
、
家
人
の
生

考
活
物
資
も
す
べ
て
隣
人
が
交
代
制
で
補
給
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

こ
の
頃
は
す
で
に
隔
離
の
必
要
が
認
識
さ
れ
て
い
た
が
村
に
は
避
病
舎
、
伝
染
病

舎
の
設
置
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、

伝
染
病
発
生
時
に
限
定
し
て
、

臨
時
の

隔
離
病
舎
に
充
当
す
る
た
め
農
家
の
納

屋、
あ
る
い
は
一
定
の
病
家
へ
患
者
を
集
合
さ

せ
、
家
人
は
避
難
す
る
方
法
な
ど
も
至
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
が
本
村

に
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

衛
生
思
想
の
向
上
は
、
や
が
て
村
で
も
避
病
舎
を
常
備
す
る
運
び
と
な
っ
て
、
明
治

3
7

7

d
i

t i ma
S

三
十
三
年
予
算
で
具
体
的
と
な
り
、

建
設
費
一
千
六
百
五
十
三
円
六
十
銭
一
厘
が
計
上

さ
れ
た
。
こ
の
予
算
で
は
建
設
地
も
、
そ
の
規
模
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
執
行
記

1
5
6

6
6

8
9

3
1

t
a
n

v
o

r o J

録
も
見
当
た
ら
な
い
。

し
か
し
、
大
田
和
区
有
文
書
が
残
さ
れ
て
い
て
そ
の
大
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
明
治
三
十
二
年
十
二
月
九
日
着
工
、

翌
三

十
三

年
四
月
二

十
二
日
上
棟
式

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
「
病
舎
新
築
費
支
払
帳
」
で
あ
り
、
そ
の
建
物
の
全
容

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
支
出
の
主
な
も
の
は
病
舎
請
負
費
百
二
十
六
円
四
十
五
銭
、
落

0
0

2
3

葉
松
材
木
三
十
七
円
四
十
二
銭
五
厘
五
毛
、
板
な
ど
の
挽
割
費
二
十
一
円
四
十
四
銭
六

厘
、
事
務
所
敷
地
代
四
十
五
円
、
障
子
三
十
九
本
代
二
十
円
七
十
五
銭
な
ど
が
記
録
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
合
計
額
は
五
百
八
円
九
十
七
銭
七
厘
と
な
っ
て
い
る
。
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こ
れ
は
村
予
算
一
千
六
百
五
十
三
円
六
十
銭
一
厘
の
約
三
割
で
し
か
な
い
が
、
現
物
支
出
の
材
料
の
有
無
、
ま
た
鳴
沢
区
へ
の
建
設
の

有
無
な
ど

は
不

明
で

あ
る

。

当
時
の
物
価
を
知
る
も
の
に
、
白
米
一
升
五
合
(
大
)
五
十
八
銭
五
厘
、

酒
一
升
三

十
銭
、
豆
腐
二
丁
十
一
銭
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
お

り
、

病
舎
建
設
費
五
百
余
円
の

負
担
の
重
さ
が
知
れ
よ
う
。

村
記
録
に
は
、
明
治
三
十
六
年
の
隔
離
病
舎
入
院
患
者
負
担
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
十
五
歳
以
上
一
日
二
十
銭
の
食

費、
薬
価
十
銭
と

で
一
日
三
十
銭
を
徴
収
し
て
い
る
。
十
五
歳
未
満
は
そ
れ
ぞ
れ
十
二
銭
、
六
銭
で
合
計
十
八
銭
を
徴
収
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
後
の
大
正
十
一
年
の
村
勢
要
覧
に
は
、
隔
離
病
舎
二

棟
、
収
容
定
員
十
三
名
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
鳴
沢
地
区
へ
も
同
時
点
に

建
設
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
大
田
和
の
病
舎
は
、
昭
和
初
年
大
田
和
農
業
会
の
倉
庫
と
し
て
移
築
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
し
て
い

る
が
、

修
理
改
築
が
加
え
ら
れ
往
時
の
建
物
の
さ
ま
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

鳴
沢
区
記
録
で
は
昭
和
十
六
年
四
月
、
伝
染
病
舎
の
一
部
を
改
造
し
て
農
業
倉
庫
に
充
て
、
一
部
を
教
員
住
宅
と
し
て
移
転
改
築
す
る

こ
と
と
記
さ
れ
て
い
る

。

第
二
節

環
境
衛
生
と
公
害

環
境
衛
生
の

推
移

環
境
衛
生
と
は
人
々
が
生
物
学
的
に
好
ま
し
い
環
境
に

置
か
れ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
の
な
か
に
は
自
然
環
境
か
ら
人
為
的
環
境
ま
で
広
範
で
、
し
か
も
不
分
明
の
分
野
ま
で
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
時
代
に
よ
っ
て
把

握
の
方
法
も
推
移
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

環
境
衛
生
は
環
境
衛
生
だ
け
で
の
歩
み
で
は
な
く
、

常
に
予
防
衛
生
と
一
体
を
な
し
て
発
展
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し
て
き
た
。
や
が
て
あ
る
時
点
か
ら
環
境
衛
生
の
進
歩
は
予
防
衛
生
に
通
ず
る
こ
と
を
証
明
し
、
保
健
の
基
本
施
策
と
し
て
進
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
十
八
年
、
十
九
年
の
コ
レ
ラ
の
大
流
行
が
収
ま
っ
て
か
ら
だ
と
い
う
。
上
水
の
供

給
、
下
水
の
排
除
を
骨

子
と
す
る
衛
生
的
環
境
の
設
定
こ
そ
急
務
で
あ
る
と
し
て
明
治
二
十
三
年
(
一
八
九
〇
)
水
道
条
例
が
制
定
さ
れ
た
。
同
時
に
制
定
さ
れ

よ
う
と
し
た

「
下
水
道
法
」
は
、
費
用
の
不
足
と
技
術
者
の
不
足
の
た
め
明
治
三
十
三
年
に
な
っ
て
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
汚
物
掃

除
法
」
も
同
年
公
布
さ
れ
、
市
街
地
の
清
掃
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
さ
き
明
治
十
二
年
「
市
街
掃
除
規
則
及
廁
構
造
並
屎
尿
汲

取
規
則
」
が
令
達
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
則
で
は
道
路
の
清
掃
、
雪
掃
き
、
下
水
の
清
掃
な
ど
を
命
じ
、
廁
の
構
造
は
便
槽
を
陶
製
の
も

の
に
さ
せ
、
も
し
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
は
油
樽
か
厚
板
製
の
便
槽
を
設
置
さ
せ
た
。
街
頭
の
便
所
は
五
日
目
ご
と
に
清
水
で
洗
滌
を
命

ず
る
と
と
も
に
一
般
住
宅
の
便
所
は
七
日
以
上
溜
め
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る

。

こ
れ
ら
衛
生
向
上
の
施
策
が
進
む
一
方
、

明
治
十
二
年
わ
が
国
に
初
め
て
ペ
ス
ト
患
者
が
発
生
し
、
「
家
鼠
駆
除
ノ
件
」、

「
船
鼠
駆
除

ノ
件

」、
「
鼠
駆
除
ノ
為
メ
燐
及
亜
砒
酸
使
用
/
件
」
な
ど
の
訓
令
が
相
次
い
で
示
達
さ
れ
、
明
治
三
十
八
年
に
は
「
ペ
ス
ト
予
防
心
得
及

除
鼠
的
消
毒
方
法
清
潔
方
法
施
行
手
続 」

も
訓
合 令
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
流
れ
で
環
境
衛
生
の
維
持
は
さ
ら
に
防
疫
体
制
の
整
備
へ
と
進
展
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
般
食
品
の
衛
生
体
制
も
整
備

の
方
向
を
た
ど
り
は
じ

め
、
明
治
十
一
年
に
ア
ニ
ソ
ン
そ
の
他
の
鉱
属
製
の
絵
具
染
料
で
の
飲
食
物
着
色
を
取
り
締
ま
っ
て
い
る
。
製
氷

検
査
も
行
わ
れ
た
り
し
た
が
個
々
に
で
あ
り
、

全
国
的
に
し
て
包
括
的
な

・「
飲
食
物
其
ノ
他
ノ
物
品
取
締
ニ
関
ス
ル
法
律
」
が
公
布
さ
れ

た
の
は
明
治
三
十
三

年
で
あ
る
。

続
い
て
同
年
中
に
「
牛
乳
営
業
取
締
規
則
」、

「
有
害
性
着
色
料
取
締
規
則
」、

「
清
涼
飲
料
水
営
業
取
締
規
則
」、

「
氷
雪
営
業
取
締
規

則
」
な
ど
が
発
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
人
工
甘
味
料
、
飲
食
物
防
腐
剤
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
な
ど
の
取
り
締
ま
り
規
則
が
同
三
十
六
年
ま
で

に
制
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
概
ね
昭
和
二
十
年
代
ま
で
食
品
衛
生
を
維
持
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
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近
年
の
公
害

公
害
は
人
為
的
な
活
動
に
よ
っ
て
生
ず
る
広
範
囲
な
大
気
汚
染
、
水
質
汚
濁
、
土
壌
汚
染
、

騒
音
、

振
動
、

悪
臭
な
ど
に
起
因
す
る
人

の
健
康
あ
る
い
は
生
活
環

境、
動
植
物
に
対
し
て
発
生
す
る
被
害
だ
と
し
て
い
る
。
公
害
は
結
果
的
に
み
れ
ば
古
く
か
ら
あ
っ
た
が
、

社

会
問
題
と
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
概
ね
昭
和
三
十
年
頃
と
い
わ
れ
る
。

公
害
事
件
と
し
て
知
ら
れ
る
足
尾
鉱
毒
事
件
は
、
明
治
三
十
四
年
(
一
九
〇
一)

栃
木
県
の
田
中
正
造
に
よ
る
天
皇
直
訴
に
よ
っ
て
鉱

毒
防
御
が
命
令
さ
れ
る
ま
で
鉱
毒
を
出
し
て
い
た
と
い
う
。
明
治
中
頃
か
ら
近
代
的
設
備
を
進
め
採
鉱
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
被
害
は

渡
良
瀬

川、
利
根
川
流
域
の
農
作
物
、
川
魚
に
及
ん
だ
。
沿
岸
住
民
は
明
治
二
十
二
年
か
ら
約
十
年
間
に
わ
た
っ
て
対
策
を
請
願
し
た
が

目
的
が
達
せ
ら
れ
ず
、
代
議
士
の
田
中
正
造
は
議
会
で
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
の
ち
、

議
員
を
辞
し
て
天
皇
直
訴
の
方
法
を
と
っ
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
初
め
て
鉱
毒
中
和
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
産
業
公
害
で
あ
り
、

最
近
の
水
俣
病
、
四
日
市
ゼ
ン
ソ
ク
な
ど
も
同
質
で
あ
る
。

都
市
公
害
は
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
大
気
汚
染
、
騒
音
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
一
方
、
薬
、
食
料
な
ど
の
も
た
ら

す
害
も
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
の
急

激
な
経
済
発
展
、
と
り
わ
け
朝
鮮
動
乱
事
件
に
よ
る
外
需
用
工
業
の
発
展
と
、
こ
れ
に
伴
う

自
動
車
産
業
、
石
油
関
連
産
業
の
記
録
的
成
長
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
を
背
景
と
し
て
昭
和
四
十
二

年
「
公
害
対
策
基
本
法
」
が
制
定
さ
れ
一
元
的
な
公
害
対
策
が
策
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
県

は
同
四
十
四
年
公
害
係
を
置
い
た
が
翌
四
十
五
年
公
害
課
を
独
立
さ
せ
た
。
県
内
各
市
町
村
も
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
よ
っ
て
条
例
の
制

定
、

公
害
対
策
審
議
会
の
設
置
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

本
村
の
場
合
、
公
害
の
発
生
源
は
ご
く
限
定
さ
れ
た
産
業
施
設
、
通
過
自
動
車
に
よ
る
大
気
汚
染
な
ど
が
あ
る
も
の
の
特
段
の
対
応
を
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迫
ら
れ
て
は
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

水
汚
濁
に
つ
い
て
も
地
上

水
、

流
水
が
皆
無
と
い
う
地
理
的
条
件
で
あ
る
か
ら
、
強
い
て
い
う
な
ら

下
水
処
理
が
完
全
に
な
さ
れ
れ
ば
こ
の
水
汚
濁
は
対
処
外
と
も
み
ら
れ
よ
う
。

村
の
施
策

村
は
環
境
衛
生
上
放
置
で
き
な
い
、
し
尿
処
理
、
ご
み
処
理
は
財
政
的
に
も
経
済
性
か
ら
も
広
域
行
政
区
域
で
の
共
同
処
理
が
適
当
と

し
て
そ
の
方
法
を
と
っ
て
い
る

。

し
尿
処
理
は
河
口
湖
町
、
勝
山
村
、
足
和
田
村
及
び
西
八
代
郡
上
九
一
色
村
と
一
部
事
務
組
合
を
組
織
し
、
昭
和
四
十
五
年
五
月
か
ら

そ
の
処
理
に
当
た
っ
て
い
る
。
組
合
議
員
は
本
村
三
名
、
河
口
湖
町
九
名
、
勝
山
村
三
名
、
足
和
田
村
三
名
、
上
九
一
色
村
三
名
合
計
二

十
一
名
で
あ
る
。
事
務
所
は
河
口
湖
町
役
場
内
に
置
か
れ
、

施
設
は
青
木
ヶ
原
五
一
四
番
地
に

あ
る
。

ご
み
処
理
は
昭
和
四
十
八
年
二
月
設
立
さ
れ
た
「
青
木
ヶ
原
ご
み
処
理
組
合
」
で
処
理
し
て

い
る
。

組
合
は
本
村
の
ほ
か
勝
山

村
、

足
和
田

村
、

上
九
一
色
村
(
西
八
代

郡
)、

石
和
町
、

御

坂
町
、

一
宮
町
、
八
代
町
、

境
川

村
、

中
道

町、
芦
川
村
及
び
豊
富
村
(
以
上
東
八
代
郡
)
の
十

二
町
村
で
組
織
さ
れ
て
い
る
。

組
合
議
員
は
本
村
三

名
、

勝
山
村
三

名
、
足
和
田
村
三

名
、
上
九
一
色
村
三
名
、

石
和
町
三

名
、
御
坂
町
一
名
、

一
宮
町
一
名
、
八
代
町
一
名
、
境
川
村
一

名、
中
道
町
一
名
、

芦
川
村
一

名
、
豊
富
村
一
名
の
合
計
二
十
二
名
で
あ
る
。
事
務
所
は
勝
山
村
役
場
内
に
置
か
れ
、
処
理
施

設
は
青
木
ヶ
原
五
一
四
番
地
に
建
設
さ
れ
て
い
る
。

経
費
支
弁
の
方
法
は
、
し
尿
処
理
、
ご
み
処
理
と
も
同
じ
で
各
年
度
の
一
月
一
日
現
在
の
常
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昭和60年度処理量調

組合総量 7,748,3ke (1)村の処理量は全量に対して約12.08%
し尿 である。

村の 量 936kl (2)村のし尿832kℓ、し尿浄化槽汚泥136kℓ

不燃 ( 可燃物は全量の約 79組合総量 5
可
.1
燃
47
物
.920kg 1.893

物
.540kg

1)
%、不燃物は約5.05%

5.
で

する。
村の 量 298.180kg 95.720kg

(2)事業所は処理料を別途
み 事業所の 671.990kg 85.730kg 徴

。
収しており、別枠とな

量 る

-261‒‒

住
人
口
と
前
年
度
中
の
利
用
人
口
を
勘
案
し
て
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

し
尿
処
理
施
設
は
一
日
五
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
の
処
理
能
力
を
有
し
、
嫌
気
性
消
化
処
理
方
式
を

採
用
し
て
い
る
。
そ
の
施
設
敷
地
は
九
千
九
百
六
十
六
平
方
が
で
あ
る
。

ご
み
処
理
施
設
は
固
定バ

ッ
チ
で
一
日
四
十
ト
ン
の
焼
却
と
不
燃
物
プ
レ
ス
一
日
十
五
ト
ン
の

処
理
能
力
を
有
し
、

施
設
敷
地
は
八
千
六
百
九
十
四
平
方
が
で
あ
る
。

な
お
、

昭
和
六
十
年
度
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
処
理
量
は
別
表
の
通
り
で
あ
る
。

村
の
環
境
保
護
宣
言

村
は
富
士
山
を
め
ぐ
る
美
し
い
自
然
環
境
を
末
長
く
守
り
、

乱
開
発
カ か
ら

守
る
と
と
も
に
公
害

を
防
ぎ
、

定
住
す
る
た
め
の
自
然
条

件、
生
活
条

件、
生
産
条
件
の
基
盤
に
な
る
と
し
て
「
鳴
沢

村
環
境
保
護
宣
言
」
を
宣
言
し
た
。
昭
和
五
十
九
年
六
月
議
会
で
全
員
一
致
で
採
択
さ

れ
、

村
の

将
来
を
約
す
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

鳴
沢
村
環
境
保
護
宣
言

富
士
山
の
美
し
い
自
然
に
か
こ
ま
れ
た
わ
が
郷
土
鳴
沢
村
は
、

村
民
の
ひ
と
し
く
誇
り
と
す
る
と
こ

ろ
で

あ
る
。

こ
の
美
し
き
自
然
を
乱
開
発
か
ら
守
り
、
公
害
を
防
止
し
、
さ
ら
に
よ
り
美
し
く
し
て
後
世
に
伝
え

る
た
め
、
こ
こ
に
環
境
保
護
宣
言
を
行
う
。

昭
和
五
十
九
年
六
月
二
十
七
日

ご
鳴

沢
村

一
方
、
昭
和
三
十
七
年
か
ら
「
富
士
山
を
き
れ
い
に
す
る
運
動
」
が
発
足
し
た
。
山
梨
県
を
は
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じ
め
県
観
光
連
盟
、

県
新
生
活
運
動
協
会
、
山
梨
日
日
新
聞
社
、
山
梨
放
送
が
提
唱
し
て
始
め
ら

れ
、

富
士
山
及
び
周
辺
地
域
の
美
化
に

寄
与
し
て
い
る
。
昭
和
六
十
一
年
ま
で
に
二
千
八
百
三
ト
ン
の
ご
み
が
集
め
ら
れ
、
参
加
団
体
延
べ
三
千
九
百
二
十
団
体
、
人
員
延
べ
五

十
四
万
四
千
四
百
三
十
二
名
に
及
ん
で
い
る

。

本
村
も
参
加
し
て
お
り
、
青
年
団
、
婦
人
会
、
役
場
職
員
、
マ
マ
さ
ん
バ
レ
ー
部
員
な
ど
各
団
体
が
奉
仕
し
て
い
る
。

第
三
節

保
健
衛
生
施
設
・

統
計

明
治
時
代
の
村

明
治
時
代
の
本
村
医
療
施
設
の
推
移
を
み
る
と
県
内
の
山
村
の
常
と
し
て
無
医
村
で
あ
っ
た
。
現
在
も
無
医
村
で
あ
る
が
交
通
通
信
の

未
発
達
の
往
時
と
比
す
べ
き
も
な
い
時
代
の
差
が
あ
る
。
江
戸
時
代
は
大
石
村
(
現
河
口
湖
町
)
か
ら
医
師
の
来
診
が
あ
っ
て
、
鳴
沢
、
渡

辺
泰
一
家
文
書
に
は
次
の
通
り
文
久
二
年
(
一
八
六
二
)
三

月
五
日
の
記
録
が
あ
る
。

五
日
雨

仟
次
良
妻
ナ
ン
サ
ン
(
難
産
)
ニ
テ
大
石
之
医
師
来
リ
候
得
共
横
産
ニ
テ
セ
ツ
ダ
ン
(
切
断
)
シ
テ
モ
出
ス
ト
言
カ
ヘ
ル
夜
サ
ン
(
産
)

イ
タ
ス

明
治
二
十
五
年
頃
は
西
湖
村
(
現
足
和
田
村
)
の
三
浦
清
光
医
師
が
足
和
田
山
を
越
え
て
往
診
し
て
い
る
。
そ
の
峠
の
道
は
「
医
者
み

ち
」
と
現
在
で
も
い
わ
れ
て
お
り
、

生
命
の
道
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

大
正
四
年
同
じ
く
西
湖
村
の
渡
辺
進
美
医
師
が
、

鳴
沢
の
小
林
佐
吉
方
へ
毎
週
金
曜
日
午
後
か
ら
の
出
張
診
療
所
を
開
設
し
て
い
る
。

鳴
沢
区
記
録
に
は
大
正
四
年
四
月
四
日
船
津
村
渡
辺
医
師
に
対
し
、
従
前
通
り
区
費
六
十
円
を
用
い
て
出
張
を
依
頼
し
た
旨
が
記
さ
れ
て

い
る
。
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明
治
中
期
に
は
前
記
二
医
師
の
ほ
か
、
渡
辺
瑳

美
、

竹
谷
雪

枝、
池
谷
豊
水
、
小
俣
竜
庵
ら
の
医
師
が
本
村
に
関
係
を
有
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
渡
辺
瑳
美
は
瑞
穂
村
(
現
富
士
吉
田
市
)
の
私
立
の
蓬
萊
病
院
長
で
あ
っ
た
が
、
本
村
へ
私
立
嶽
北
病
院
を
設
置
し
よ
う
と
し

て
い
た
。
そ
の
と
き
三
浦
清
光
医
師
は
副
院
長
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
明
治
二
十
五
年
九
月
三
浦
医
師
は
死
亡
、
翌
二
十
六
年
竹
谷
雪

枝
医
師
も
ま
た
死
亡
す
る
な
ど
し
て
、

事
実
上
病
院
が
設
置
さ
れ
た
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
。

こ
れ
よ
り
先
の
明
治
三
年
(
一
八
七
〇
)
甲
府
へ
県
病
院
が
開
設
さ
れ
た
が
、

南
巨
摩
、
北
巨
摩
、
都
留
の
地
は
辺
地
で
医
療
施
設
に

乏
し
い
と
し
て
分
院
の
設
置
が
要
望
さ
れ
た
。
明
治
十
年
谷
村
分
院
が
開
設
さ
れ
た
が
、

村
も
そ
の
資
本
金
七
円
八
十
銭
三
厘
(
明
治
十

年
度
分
)
を
献
金
と
し
て
負
担
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
四
円
六
十
八
銭
一
厘
八
毛
は
借
入
金
を
充
当
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、
三
円
十
二
銭

一
厘
二
毛
を
百
二
十
戸
で
負
担
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
開
設
さ
れ
た
分
院
も
必
ず
し
も
経
営
は
順
調
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
資
本

金
を
村
へ
貸
し
付
け
て
月
一
割
の
利
子
を
取
り
立
て
て
い
る
。
明
治
十
一
年
村
は
九
十
円
を
借
り
て
三
カ
年
で
返
済
す
る
こ
と
と
す
る

「
金
員
御
拝
借
願
」
が
あ
り
、

奥
書
は
村
総
代
渡
辺
敬

知、
渡
辺
伝
平
、

渡

今
負

けぬ
辺
半
蔵
、

渡
辺
徳
義
、

渡
辺
光
義
、

担
当
区
長
代
渡
辺
重 里
義
、
区
長
渡
辺
綱

子
供

義
の
七
名
で
あ
る
。

●全
T
R
A

安
本
病

泥
賀

明
治
十
三

年
の
「
病
院
資
本
取
立
簿
」
に
よ
れ
ば
、
三
十
円
を
返
済
す
る

書
面

の
に
三
円
六
十
銭
の
利
子
を
合
算
し
て
三
十
三
円
六
十
銭
、
三

ヵ
年
の
各
年

他
M A本気

茅

i l
i f

a
W

F
r
o

m
15

y
毎
に
一
ヵ
月
延
納
す
る
と
し
て
九
十
銭
を
加
算
し
合
計
三

十
四
円
五
十
銭
の

m
u H
a
t
i
h

c

お
お
徳
液
「
肉
せ

計
算
を
し
て
い
る
。
こ
れ
で
み
る
限
り
月
一
割
の
表
現
は
十
二

ヵ
月
で
一
割

u
o
F

V
I
O

連
署

e
r
o
p

の
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
村
人
へ
村
か
ら
再
貸
し
付
け
を
し
た
も
の
で
個
人
の
地
価
割
貸
し
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付
け
は
百
円
に
つ
き
十
五
銭
六
厘

余
り
、

戸
数
割
一
戸
七
銭
五
毛
と
し
て
百
九
十
五
戸
と
八
分
へ
貸
し

付
け
て
い
る
。

こ
れ
で
み
る
よ
う
に
谷
村
分
院
の
開
設
、

運
営
に
つ
い
て
は
村
を
挙
げ
て
協
力
し
た
も
の
の
約
十
年
で
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
廃
止
後
は
当
時
の
谷
村
に
よ
っ
て
公
立
谷
村
病
院
と
し
て
長
く
地
域
の
保
健
向
上
に
資
し
た
の
で
あ
る
。

組
合
立
病
院
時
代

昭
和
六
年
九
月
鳴
沢
村
、
大
嵐

村、
勝
山

村、
小
立
村
、
船
津
村
の
五
カ
村
は
「
鳴
沢
村
外
四
ヶ
村
衛
生
事
務
組
合
」
を
設
立
、
小
立

村
地
内
へ
病
院
を
開
設
し
各
村
民
の
診
療
に
当
た
る
と
と
も
に
予
防
衛
生
の
進
展
を
図
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
鳴
沢
村
外
四
カ
村
で
組

織
し
て
い
る
恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合
の
延
長
線
上
の
組
織
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

病
院
は
岳
麓
病
院
と
称
し
た
が
、

病
院
経
営
に
は

船
津
村
は
建
設
位
置
に
つ
い
て
不
本
意
と
し
て
加
わ
っ
て
い
な
い
。
ま
た
組
合
の
名
称
も
「
岳
麓
衛
生
事
務
組
合
」
と
な
っ
て
い
る
。
病

院
は
組
合
設
立
以
来
六
カ
年
を
要
し
て
昭
和
十
二

年
開
設
し
た
。

病
院
は
と
き
に
事
業
の
中
断
な
ど
が
あ
り
な
が
ら
昭
和
十
四
年
度
の
外

来
患
者
延
べ
一
万
二
千
七
十
三
名
、
う
ち
鳴
沢
村
民
一
千
三
百
五
十
二
名
、
入
院
患
者
延
べ
百
八
十
四
名
う
ち
鳴
沢
村
民
十
一
名
の
利
用

が
あ
っ
た
。

し
か
し
、

昭
和
十
六
年
一
月
小
立
村
が
脱
退
し
、

小
立
村
単
村
で
こ
の
病
院
施
設
を
借
り
う
け
て
経
営
す
る
方
針
を
と
り
、

鳴
沢
、

大
嵐
、

勝
山
各
村
も
ま
た
こ
れ
と
対
応
す
る
方
針
が
決
定
せ
ず
混
乱
を
き
た
し
た
。
同
年
三
月
県
の
あ
っ
せ
ん
が
あ
っ
た
り
、
四
月
に

は
県
を
は
じ
め
関
係
者
の
調
停
が
あ
っ
て
船
津
も
病
院
経
営
に
加
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
必
ず
し
も
事
態
は
好
転
せ

ず
組
合
は
昭
和
十
六
年
五
月
解
散
し
た
。
解
散
に
先
だ
っ
て
病
院
敷
地
、
施
設
全
部
を
日
本
赤
十
字
社
へ
寄
付
し
た
。

そ
れ
が
現
在
の
日
赤
病

院、
す
な
わ
ち
山
梨
赤
十
字
病
院
と
な
っ
て
い
る
。
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直
営
診
療
所
の
開
設

無
医
村
と
し
て
医
療
施
設
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
本
村
は
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
そ
の

施
設
設
置
に
は
格
段
の
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
県
病
院
分
院
、
組
合
立
岳
麓
病
院
(
診
療

所)
の
設
立
経
営
な
ど
に
そ
の
足
跡
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

戦
後
の
経
済
混
乱
が
や
や
収
拾
さ
れ
は
じ
め
た
昭
和
二
十
年
代
末
、

国
民
健
康
保
険
制
度
も
定
着
の
途
に
つ
き
、
国
保
組
合
直
営
診
療

所
建
設
が
検
討
さ
れ
は
じ
め
、
昭
和
三
十
年
十
一
月
議
決
さ
れ
た
。

敷
地
は
現
役
場
隣
地
と
し
、

建
設
費
は
三
百
四
十
六
万
九
千
二
百
九
十
六
円
、
う
ち
国
庫
支
出
金
九
十
万
五
千
円
、
県
支
出
金
十
六
万

五
千
円
、
公
営
企
業
収
入
六
十
五
万
九
千
二
百
九
十
六
円
、

繰
入
金
七
十
四
万
円
、
村
債
百
万
円
が
財
源
内
訳
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
支
出
は
建
築
費
二

百
五
十
九
万
五
千
円
、
医
療
機
器
な
ど
の
設
備
費
六
十
万
三
千
十
六
円
な
ど
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。

完
成
を
み
た
診
療
所
は
、
医
師
一
名
を
置
き
、
三
十
一
年
九
月
か
ら
診
療
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
運
営
は
必
ず
し
も
定

着
せ
ず
、

近
隣
町
村
の
医
師
に
よ
る
出
張
診
療
な
ど
に
頼
っ
て
き
た
が
、

結
果
的
に
は
同
年
中
に
閉
鎖
の
や
む
な
き
に
至
り
、
そ
の
後
の

村
内
の
保
健
医
療
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
事
態
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

保
健
セ
ン
タ
ー
建
設

こ
れ
ま
で
述
べ
た
通
り
、
本
村
は
昔
か
ら
医
療
の
辺
地
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
九
年
診
療
所
を
閉
鎖
し
て
か
ら
は
、
日
赤
病
院
の
出
張

診
療
、

一
般
医
師
、
歯
科
医
師
に
よ
る
診
療
所
な
ど
不
規
則
な
状
況
下
に
置
か
れ
て
き
た
。

一
方
、
社
会
的
な
医
療
体
制
の
進

展、
村
民
の
医
療
充
実
へ
の
関

心、
高
齢
化
す
る
村
民
へ
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
な
ど
医
療
施
設

の
完
備
が
要
求
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

村
で
は
こ
の
対
処
の
た
め
「
鳴
沢
村
保
健
セ
ン
タ
ー
」
の
建
設
に
踏
み
切
っ
た
。
昭
和
六
十
一
年
度
予
算
で
九
千
四
十
万
九
千
円
を

計
上
し
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
着
工
、
六
十
二

年
三
月
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
二
階
建
て
延
べ
五
百
四
平
方
材
の
本
体
工
事
を
完
成
し
た
の
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で
あ
る
。

場
所
は
役
場
裏
の
元
の
医
師
住
宅
跡
地
と
し
、
そ
の

概
要
は
次
の

通
り
で

あ

る

e。

o

構
造

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
二
階
建

面
積

建
坪
二
五
二
平
方
話

延
坪
五
〇
四
平
方
燃

建
築
費

総
額

九
千
四
十
万
九
千
円

内
訳

本
体
工
事

八
千
二
百
五
十
万
円

設
計
監
督
費

二
百
七
十
万
円

地
質
調
査
費

二
十
万
円

設
備
備
品
費

五
百
万
九
千
円

資
金

国
補
助
金

二
千
九
十
八
万
円

県
補
助
金

二
千
九
十
八
万
円

村
自
己
資
金

四
千
八
百
四
十
四
万
九
千
円

合
計

九
千
四
十
万
九
千
円

施
設
の
大
要

一
階

栄
養
指
導
室

健
康
相
談
室

診
察
室

検
診
室

機
能
訓

練
室

事
務

室

二
階

集
団
指
導
室

資
料
室
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統
計
諸
表

本
村
の
人
口
動
態
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
五
年
の
資
料
に
よ
っ
て
み
て
み
よ
う
。

出
生
率
は
一
六
・
〇
(
人
口
一
千
人
に
つ
き
、
以
下
同
じ
)
で

県
内
最
高
の
率
で
山
中
湖
村
も
同
率
で
あ
る
。
県
平
均
は
一
四
・
五
で
最

低
は
北
都
留
郡
丹
波
山
村
の
四
・
二
で
あ
る
。
こ
の
年
の
出
生
児
は
第
一
子
、
第
二
子
の
み
で
第
三
子
以
下
は
な
い
。

死
亡
率
は
九
三
三
・
七

(
人
口
十
万
人
に
つ
き
)
で
県
平
均
の
七
六
三
・
八
を
上
回
っ
て
い
る
。

本
郡
で
の
最
低
は
山
中
湖
村
の
五
三
九
・
一
で
最
高
は
道
志
村
の
一
〇
七
五
・
八
、
平
均
は
七
四
九
・
六
で
あ
る
。

ち
な
み
に
県
内
最
低
は
中
巨
摩
郡
昭
和
町
の
四
五
七
・
一
、
最
高
は
南
巨
摩
郡
早
川
町
の
一
八
六
四
・
二
で
あ
る
。

死
亡
原
因
は
脳
血
管
疾
患
が
第
一
位
で
心
臓
疾
患
、
肺
炎
が
こ
れ
に
次
ぐ
。

肺
炎
の
死
亡
率
の
高
い
の
は
高
齢
死
亡
の
た
め
と
思
わ
れ

る
。
が
ん
の
死
亡
者
は
第
四
位
で
県
平
均
一
六
六
・
四
に
対
し
て
八
八
・
九
で
あ
る
。

近
年
に
お
け
る
本
村
の
衛
生
行
政
の
進
展
は
、
伝
染

病
の
発
生
を
皆
無
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
全
県
的
に
も
例
が
少
な
い
。
以
下
に

つ
い
て
は
別
表
一
～
一
二
に
よ
ら
れ
た
い
(
統
計
諸
表
は
県
衛
生
統
計
書
に
よ
る
)。



T

月17 月 8 月 9 月|10 月 11 月|12 r月E
絵
INCA

男女 数男女|* 男 女 男 女 男 女 男 女 数 男 女

1 - 1 1 - 1 2 - 2 3 21 4 2 2 11 1 1 3 1 2

2 2 1 3 1 2|2 -1 5 2 3 2 2 - 4 3 1

2 5 2 3 2 2 6 1 5 2 1 1 5 2 3 2

3 2 1 2 1 1 - 1 3 2 1 2 2 1 1

4 2 2 3 3 1 3 2 1

1 2 2 2 2 -

2 2 1 1 1 1 2 - 1 1 -

3 2 2 3 2 1 5 2 3 1

5 3 2 z a ń.

- 4 2 -

w . --- 2 1 -

3 1 1 1 - 2 w w w -P OW 3 3 2 1 3 3

表2 出生の場所別出生児数
区 分

総 数 病 院 診療所 助産所 自 宅 その他
年 -

昭和35年 37 35

〃}} 40円/ 34 24 -

}} 45/ 48 17 10 15

/}>50/ 28 22

/55"/ 36 34 -

/)56/ 28 27 -

/57/ 24 1 23
〃 58〃 30 27
/ 59/ 34 28
" 60// 34 29
"/61/ 31 25 -

-268 w w .

1
1

1

2
1

2
3

1
1

男
3

2
1

1
2

7
L5
O

1

総
数

3
3

1
2

3
3 5

1
4

1
2

1

1
3

1
2

総
数

1
2
3

4
1

1
2

3
1

2
1

3
1

2
1

dn

w
u J

3
2

1
3

1
2

2
2
2
3
3

総
数

5
2

2
3

2
2

5
4
3

2
1 0

3 4

女
5

1
5
2
2
1

4
2

男
2

1
2

2
1

1
1

総
数

2
6

3
7

3
2

5
3

1
1

1
2

2
1

3
6
5
6

女
2

1
1

1
2
2

男
1

2
p1
a
p
e
zi
o
n

2
1
2

0
0
総
数

2
1

2
2
1
3

2
2

1
1
8

m
2
1

2
1

1
1
2

2
1

7
1

1
p
ro
m
en

2
3

2
2

2
4
3
1

a d

1

o
r p

1
2

2
3
4
2
1

2
2
1

2
3

6
数

1

k
n

a
p

2
3

4
P1
r
o

2
3
4
4
4



第一章 保健衛生
表1 月・性別出生児数

区分 :出生児数 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月
総
数 男女|数男 女 男 女 男 女 男 女

昭和35年 3720177 |2 21 7|4|3|431 2

//40/ |34|1816 3 2 1 4 1 2 1 1|4 2 2 2 1 1

/45/ 4822|26 7 5 2 5 3 2 2 2 1 3 5 2 1 1

},50/ 28|13 15 3 2 1 1 3 2 1 3 1 2 3 2 1

" 55/ 36 1818 2 1 2 2 5 2 3 - 2 -

" 56/〃 28 19 9 1 - 1 1 - 3 6 3 3

/〃 57〃 2410|14 5 - - -

/ 58/ 30 14 16 2 1 3 2|2| 2 - 3 2 1

"/ 59// 34|17 17 1 1 6 4 1 w-w w-. 3 2

//60/ 34|17|17 2 1 1 2 1 1 5 2 4 3|1 3 2 1

#/ 61// 31|1714 5 4 1 2 1 1 3 1 2 4 2 2 1 Z I Z A A Z A A Z A A
A

表3 立会者別出生児数
区分

総 数 医 師 助 産 婦 そ の 他年

昭 和35年 37 36 -

/ 40// 34 31 -

}} 45"/ 48 27 21 -

}} 50"〃/ 28 24 -

}} 55// 36 36 -w w

1 56 "/ 28 28 -
{} 57// 24 23
// 58/ 30 30 - -
} 59 / 34 34 -
11 60/ 34 34 - -

61// 31 31

- 269

月
2

1
1

1
1
3

1
2
1
1

1
1

2
3

2
-

5
総
数

2
2

3

.

1

k
n

c
o
m

o
r p

6
3
5 L
O
3
1

-
2

5
2

2
1

1
2

男
2

3
1

2
2

3
2

4
総
数

8
3

O
C

2
3

4
1

1
4

1
1

3
2

1
3

1
1

3
2

3

b
.

1

w
w

w
o
r

k

1
2

2
2

1
3

1

3
総
数

2
2

3
5

3
2

5
1
5
3

4
2

1

e t
n

e
m

a
r p

2
2

1

3
3

1
2

1
2

4
1

1
3 1

総 \
数

a
tna

mo
J

5
1

2
1
3
2
6
2
2 .

2
2

1
3

1
1

1

5
5

1
1

2
1

1
4

1
3

3
2

e
t

ne
m

r
o p

5
2
1
2
5

71

8
-
-
*

2

1
/

1

年



表4 母の年齢(5歳階級)階層別出生児数
母の年齢 15歳 15～ 20～ 25～ 30～ 35～ 40～ 45歳
年

総 数 未満 19歳 24歳 29歳 34歳 39歳 44歳 以上

昭和35年 37 13 12 - -

〃ハ40円″ 34 20 -

/〃/45/〃/ 48 - 21 14 -

〃/ 50/〃 28 - 16 |

/ 55/〃 36 20 10 -

ハ 56円〃 28 - 15 10 -

"/ 57// 24 - 13 - -

" 58/〃 30 - - 18 - -

"#1/59/#1 34 19 11

/#1 60/ 34 2 17 14

#/ 61/ 31 18

6 月 7 月|8 月 9 月10 月 11 月 12
男 女 A

数
VCA 男 女 男 女 男 女 数 男 女 数

JVCA 男女総数粉|男女

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 - - 1

-- ‒
‒
‒ 2|1 |1 1|1 1 | 1 1 |1 1|5 4 |1

4 4 2|1 1|1 1 1 1 2 1 1 -
1

-- 2 - - 2|1 |1 - - - - ----

1 2 1 1 w w .

1 1 1 1 1 1 2 1

2 1 1 1 w w . . . 2 2 2 1 2 2 -1 2 2
1 3 3 3 2 2 1 1 - -

3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 -

g a a m p a r a d 2 2 2 2 - - 3 2 1 .w

2 2 2 2 1 - 2 1 1 w w w .w k - -W A

2 2 M ain w w w ww ve 1 3 2 2 2 - 3 2 1
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第一章 保健衛生

表5 出生順位別出生児数

0順 位
総数 第1 第32 第3 第4 第 5 第 6 第 7 |第 8|第9|児

第1
以児 児 児 児 児 児 児 児 児
上

昭和35年 37 16 8 - - - - -

/40% 34 14 17 - - -

„〃 45/〃 48 17 18 10 - -- ---

/ 50/ 28 7 12 - - -

/ 55/〃 36 14 22 1

1 56ヶ〃 28
@ 57/〃 24 10 - w w. .

" 58// 30 14
/ 59/ 34 2

/# 60/ 34 15 13
# 61/# 31 14 11 - - -

表6 月・性別死亡者数

区分 総 月 2 月 3 月 4 月
男 女

年 数 数 男 女 数
JVCÁ 男 女 総数 男女|INDA 男|女 |女

昭 和
1 5 2 3 5 4 4 2 2 w w1 1 w35年 257|18 1 1| | 2 1 -

40 〃 26|17 6 4 2 3 3 1 1

45/〃/ 20 14 6 1|1 - -T 1 2 2 - 4 2 2 1 1 一

50 〃 15 4 11 1 - - 1 3 2 1 1 2|1|1 2 1 1

4 1 3 e55〃 2 10 11 3 3 - n5 1 1 11 1|1 1

56 〃 29 1415 2 1 2 - 2 7 3 4 2 1 1 5 3 2

571/1 14 11|3 1 1 4 3 1 1 1

58 〃 23|10|13 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1

59 1/1 21 9 12 4 3 1 - 1 2 2|1 1 |1

60 / 17 9 8 1- 2 2 2 2 1 T

61/ 2311 12 4 w w w .w 4 3 1 2 1 | 1 Cate 1- 2 1 1

・ ・w w w- 271
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歳
8
以
5～
上 不詳

男 女 男女 男 女 男女 男女 男 女 男 女 男女 男女 男女 男女

1 -- 1- 1 - - 1 2 2 1 - - 3 7

. w w . m- - 1 - 2- 2 - 11 -= - 2 1 2 2 - 1

- - 1- 1 1 3 1 - - 2 - 1 2 1 1 1 - -

- - - - - - 1 1 2 4 2 3

- 1 3 2 4 2 1 5

3 - - 2 3 3 1 2 3 3 2

-- - - 2 1 1 1 4 1

1 2 1 1 w w w w . 4 1 2 6

1 1 1 3 2 w w w 1 4

THORW ARE - - 1 1 2 2 1 2 1

2 W e t . . 1 1 2 w w . w w w. 5 2 w w w . v a lu- - 1 2 - -

| | 腎炎およ そ の他気
肺
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喘
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糖尿病
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2
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第一章 保健衛生
表7 年齢(5歳階級)・ 性別死亡者数

1～ 5～ 10～ 15～ 20～ 25～ 30～ 35～区分 総
士
0歳 4歳 9歳 14歳 19歳 24歳 29歳|4歳 39歳男 女

年 数 男女 男女 男女 男女 男女 男 女 男女 男女 男 女

|昭和35年25718- 1 - - - - -

/40/26179 1- 1-w w w w . . . - - 1 1 1 - - -

45〃 20146|1 1 - -

〃/50/〃 15411- - 一 -

〃/55/211011
〃』56/291415 -- 2 11 - -

/57/〃 14113

w w/58/〃 231013 - - -

〃/ 59/〃 219|12 -

〃/60/〃 17|7 |8 - -

/〃 61/〃 231112

表8 特定死因別死亡者数
日

年

死因別 死
総
亡
数
者 全結核

|病
血吸
本住
虫 悪
新生
性
物
脳
疾
血
患
管 全心臓

|
性
高
疾
血圧
患 肺 炎

昭和35年 2
5 12

1〃)40/″ 26

>〃>45/〃 20

〃 50円〃 15

„# 55/ 1

//56/〃 29
ハ57円 14
ハ# 58円
"59/〃 21
/〃 60/″ 17
#〃 61/〃 23

- 273

1
1

1
4
1 p

at
i
cn
i

3
2
1

1
1

-
-

1
1

1

1
1

5
3

6
4

4
3
5
6
1
8

1

1

2
7

5
4

7
6
4
6
2
3
7

1
1

āt
e
þ

k
r

a
m

w
w

1
3

1
3

2
7
1
3
3

4

5

1

1
3

2
2

/

01

〃
〃

-
-
-
-



表9 死亡の場所別死亡者数
区分

総 数 病 院 診療所 助産所 自 宅 その他
年

昭和35年 25 23

/ 40/″ 26 15

ハ}} 45円 20 一 14

〃 50〃 15 10

" 55" 21 12
! 56/ 29 6 12
ハ57/ 14
158〃1 23 10 10

/59// 21 14
/# 60/ 17 8

/〃 61/ 13 14

届 出 伝 染 病 性 病

百日咳ル
ザ

イン
エ
フ
ン破傷風血

日本
吸
住
虫ー
ト
・
ラ
ム
ホ

吸器| 他

核

食中毒
梅毒 りん病軟下か

性
ん-17 呼 その

MO R E.
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w w w .
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第一章 保健衛生

表10 自然・人工死産胎数
区 分

総 数 自 然 人 工I 不 詳
年

昭和35年 一

//40// -

//45//

/50// 統計なし

//55//
〃 56//
//57//
//58//
//59/ P 一

//60/
〃//61/〃 1

表11 伝染病および食中毒り患者数

区分 法 定 伝 染 病 指 定
伝染病

年

死者
赤痢 腸チ パ ラチ しょう流行

炎
性 日本 急

髄
性灰 マラ ましんフ ス フ ス こう熱 膜 脳炎 白 炎 リア

昭和35年 3|

/40%″

〃 45〃

〃 50円〃

/ 55ヶ/
# 56/
/ 57ヶ/
/ 58ク/
/ 59円
//60//
//61/
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20歳～24歳 25歳～29歳 30歳～34歳 35歳～39歳 40歳～44歳|45歳～49歳

54,395 51,302 55,422 56,569 48,246 42,041
7.127 6.724 7.261 7.412 6.321 5.508
24,121 24,572 27,622 28,624 22,081 19,028

30,274 26,730 27,800 27,945 26,165 23,013

181 135 138 121 125 116
5.337 6.364 6.506 5.704 5.893 5.469
86 62 75 65 56 43

95 73 63 56 69 73

48,220 56,157 64,151 56,273 53,224 54,852
5.995 6.982 7.976 6.697 6.334 6.528
23,318 27,798 32,544 28,162 26,576 27,190

24,902 28,359 31,607 28,111 26,648 27,662

124 170 178 169 140 140
5.513 7.558 7.914 7.514 6.224 6.224
54 89 93 85 70 75

70 81 85 84 70| 65

276
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-
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第一章 保健衛生

第12表 5歳階級別人口調(昭和40:55)
5歳階
級別

県・村 総 数 0歳～4歳 5歳～9歳|10歳～14歳 15歳～19歳
・年度別

合計 763,194 61,233 66,380 82,168 80,103
(%)8.023 8.697 10.766 10.495

男 367,739 31,283 33,907 41,786 38,873

女 395,455 29,950 32,473 40,382 41,230

合計 2,121 133 178 253 235
(%)6.270 8.392 11.928 11.079

1,036 67 105 121 123

女 1,085 66 73 132 112

合計 804,256 55,028 64,265 62,873 58,499
(%)6.842 7.990 7.817 6.962

男 391,649 28,032 32,825 32,319 29,735

412,607 26,996 31,440 30,554 28,764

合計 2,249 159 179 200 128
(%)7.069 7.959 8.892 5.691

1,081 75 79 110 63

1,168 84 100 90 65

注(%)は各階級別人口比である。

a s-277‒‒c

男
女

男
女

女
男

女

1
0

山
梨
県
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沢
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〇

年
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五
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75歳
7
～
9歳

80歳
8
～
4歳

85歳
8
～
9歳

90歳
9
～
4歳

95歳
9
～
9歳

100歳～ 不

11,543 5,874 2,254| 474 38 2

1.512 0.769 0.293 0.062 0.004
4,697 2,060 695 116 10

6,846 3,814 1,559 358 28
‒
‒

50 20 10
2.357 0.942 0.471 0.023 0.004
22 2

28 14| 8 4|

18,349 9,565 3,919 1,174 158 181

2.281 1.189 0.487 0.145 0.019 0..001 0.022

7,624 3,672 1,325 309 27 117

10,725 5,893 2,594| 865 131 64

58 39 14
2.578 1.734 0.622 0.177
23 12 0 0

-

35 27 10 0 0 -

278

詳

2
0

2
0

0
0

9
3

6
0

0
0

1
1

0
0

0
0

w
w
.
c
ed

!

5
1

4
1

3

2
4

6

-



第一章 保健衛生

5歳階
級別

県・村 50歳～54號|55歳～59歳 60歳～64歳 65歳～69歳 70歳～74歳
:年度別

合�計 39,589 35,718 30,461 22,798 16,584
山 (%)5.187 4.609 3.991 2.987 2.172
梨 18,177 17,202 14,680 10,806 7,399
県

21,412 18,516 15,781 11,992 9,185

合計 132 95 80 62 51
(%)6.223 4.479 3.771 2.923 2.404年 男 67 46 42 29 17

村
65 49 38 33 34

合計 54,173 45,150 37,872 33,483 26,681
(%)6.735 5.613 4.708 4,163 3.317

26,975 20,188 16,590 14,646 11,674

女 27,198 24,962 21,282 18,837 15,007

合計 125 120 110 117 75
(%)5.558 5.335 4.891 5.202 3,343

67 52 45 53 31

女 58 68 65 64 44

‒‒279‒
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第
四
節

生
活
用
水

生
活
用
水
の
推
移

人
が
生
活
す
る
た
め
に
は
水
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
原
始
時
代
で
も
現
代
で
も
同
じ
で
あ
る
。

直
接
的
な
飲
料
水
を
は
じ
め
と
し
て

生
活
維
持
、

生
産
活
動
の
た
め
の

用
水
な
ど

無
限
の
需
要
が
あ
る
。

生
活
用
水
に
は
泉
水
・
湖
川
水
・
井
戸
水
・
雨
水
な
ど
が
利
用
さ
れ
て
き
た
。
人
口
の
増
加
、
集
中
化
は
や
が
て
そ
の
地
で
の
水
利
用

さ
く い
な せい

に
限
界
を
来
し
、
自
然
入
手
の
方
法
か
ら
進
ん
で
、
鑿
井
技
術
の
導
入
に
よ
る
強
制
採
取
と
も
い
う
べ
き
手

段、
さ
ら
に
そ

れ
ら
の
水
を

現
地
か
ら
利
用
地
ま
で
送
る
水
道
技
術
の
進
展
と
な
っ
た
。

08
水
道
と
い
っ
て
も
現
在
の
よ
う
に
各
戸
へ
配
水
で
き
る
方
法
は
明
治
中
期
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
水
源
地
か
ら
地
面
を
掘
り
割
り

し
て
自
然
流
下
さ
せ
、
飲
料
水
も
一
般
用
水
も
共
用
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
“
せ
ぎ

"
と
称
さ
れ
た
り
、

“
何
々
用
水
”
と
い
わ

れ
た
類
で
あ
る
。

本
県
の
近
代
的
水
道
事
業
は
、

明
治
四
十
二
年
(
一
九
〇

九)
甲
府
市
が
着
工
し
た
の
が
最
初
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
先
明
治
十
一

年

(
一
八
七
八)

政
府
は
「
飲
料
水
注
意
法
」
を
布
告
し
、
井
戸
か
ら
三
間
(
約
五
・
四
が
)
以
内
へ
の
便
所
の
設
置
を
禁
止
し
、

井
戸
の
近

く
の
水
は
け
を
よ
く
し
た
り
、

汚
な
い
洗
濯
物
を
井
戸
の
近
所
で
行
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
人
口
の
都
市
集
中
は
必
然
的
に
使
用
水
量

の
増
大
と
飲
料
水
の
汚
染
と
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
明
治
四
十
二
年
の
甲
府
市
の
人
口
は
五
万
二
千
二
百
一
人
で
あ
る
。

水
道
が
自
然
流
下
方
法
か
ら
有
圧
水
道
に
な
っ
た
の
は
明
治
二
十
年
(
一
八
八
七
)
完
工
の
横
浜
水
道
が
最
初
で
鉄
管
が
使
用
さ

れ
た

の
で
あ
る
。
水
道
事
業
は
多
額
の
費
用
と
歳
月
を
要
す
る
事
業
で
あ
り
、
単
に
一
地
方
の
事
業
と
し
て
は
限
界
が
あ
る
と
し
て
明
治
二
十



第一章 保健衛生

-281-

三
年
(
一
八
九
〇
)
「
水
道
条
例
」
が
施
行
さ

れ
、
水
道
事
業
は
市
町
村
以
外
の
者
に
は
そ
の
事
業
を
認
め
ず
営
利
を
排
除
し
、

今
日
の
公

的
水
道
事
業
の
発
達
の
基
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
村
の
生
活
用
水

本
村
に
は
河
川
も
湖
沼
も
な
い
。
こ
れ
は
直
ち
に
水
利
用
に
つ
い
て
は
不
便
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

地
形
的
に
も
地
質
的
に
も

水
を
得
る
条
件
に
乏
し
い
村
で
あ
っ
た
。

『
甲
斐
国
志
』
は
水
利
の
困
難
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

此
村
水
ニ
乏
キ
地
ニ
テ
北
山
ノ
渓
水
フ

ァ ヲ
以
テ
村
中
へ
引
来
リ
ホ木
ッヲ
ク
ボ
メ
テ
水
舟
ト
ナ
シ
タ
ム
へ
置
キ
男
女
集
テ

ラヲ
汲
ム
或
ハ
家
ヲ
去
ル

事
四
五
町
ノ
所
ア
リ
冬
月
二
至
レ
ハ
水
涸
テ
湧
キ
出
デ
ズ
因
テ
雪
ヲ
消
テ
飲
食
ノ
用
二
備
フ
春
二
至
リ
二
三
月
ノ
比
雪
漸
ク
消
エ
テ
水
猶
ホ
出
ザ
ル

事
ア
リ
或
ハ
夏
月
ニ
モ
旱
魃
シ
テ
雨
フ
ラ
ズ
渇
水
ノ
時
ハ
此

ヨ
リ
東
北
弐
里
余
ニ
シ
テ
河
ロ
ノ
湖
水
ヲ
汲
ム

こ
れ
で
み
る
よ
う
に
、
村
内
で
直
接
水
を
入
手
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
足
和
田
山
系
の
湧
水
を
村
へ
引
い
て
い
た
。
山
か
ら
の
水
は
、

山
腹
へ
横
穴
を
掘
る
、
い
わ
ゆ
る

“
横
井
戸

"
で
集
水
し
て
き
た
。
ま
た
、

『
甲
斐
国
志
』
川
の
部
で
は
次
の
記
録
が
あ
る
。

一
大
田
和
川

壇
ノ
山
ョ
リ
流
出
大
田
和
村
ニ
出
テ
用
水
ト
ナ
リ
東
流
シ
テ
丸
尾
ニ
至
テ
浸
入
テ
尽
ク

一
壇
ノ
山

ョ
リ
流
レ
出
ル
水
鳴
沢
村
通
源
寺
ノ
前
二
出
此
間
筧
ニ
テ
水オ
ヲ
引
キ
木ホ
ヲ
ク
ボ
メ
テ
之マ
ヲ
一
村
ノ
用
水
ト
ス

)
4

4
(

こ
れ
で
み
る
と
大
田
和
に
は
大
田
和
川
が
流
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
地
形
に
沿
っ
て
東
へ
流
れ
て
い
た
も
の
の
丸
尾
で
地
中

へ
浸
み
て
し
ま
う
程
度
の
水
量
だ
っ
た
の
か
、
丸
尾
の
地
質
上
流
水
を
浸
透
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

一
方
、

鳴
沢
通
玄
寺
前
の
水
槽
は
近
年
ま
で
村
民
の
生
活
の
た
め
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

鳴
沢
村
は
人
々
が
定
住
し

は
じ
め
た
初
め
か
ら
水
が
不
便
な
地
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

『
残
簡
風
土
記』

に
よ
れ
ば
都
留
郡
の
西
の
境
を
大
田
和
川
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

残
簡
風
土
記
は
嘉
慶
二

年
(
一
三
八

八)
写
本
さ

れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

そ
の
こ
ろ
大
田
和
川
が
流
れ
て
い
た
か
否
か
は
別
と
し
て
水
が
あ
っ
て
初
め
て
定
住
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
く
だ
っ

て
明
応
七
年
(
一
四
九
八
)
西
海
・
長
浜
・
大
田
輪
・
大
原
は
壁
(
び
ゃ
く
・
山
崩
れ
)
に
押
さ
れ
て
死
傷
者
は
住
民
の
大
半
に
及
ん
だ
と
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『
妙
法
寺
記
』
は
伝
え
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
台
風
に
よ
る
大
雨
で
、
足
和
田
、
小
海
の
山
か
ら
発
生
し
た
土
石
流
だ
と
い
わ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
鳴
沢
の
渡
辺
泰
一
家
文
書
に
は
寛
延
二
年
(
一
七
四
九
)
の
「
甲
斐
国
都
留
郡
成
沢
村
高
反
別
村
差
出
帳
」
が
あ
り
、

一
用
水
之
義
村
之
上
山
沢
分
之
流
溜
メ
ポ水
二
仕
用
申
候

の
一
項
が
あ
り
、
こ
の
頃
す
で
に
山
沢
か
ら
の
水
を
引
い
て
水
槽
に
溜
め
て
用
水
と
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る

。

明
治
十
六
年
(
一
八
八
三
)
の
村
記
録
に
は
飲
用
水
路
樋
新
築
及
修
繕
費
と
し
て
四
十
円
、

溜
池
敷
地
借
入
代
と
し
て
三
十
銭
、
さ
ら

に
旱
ば
つ
飲
用
水
番
給
料
と
し
て
三
円
、
合
算
す
る
と
四
十
三
円
三
十
銭
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
同
年
七
月
か
ら
翌
十
七
年
六
月
ま
で
の

村
の
経
費
予
算
三

百
五
十
円
六
銭
八
厘
の
一
二
%
強
に
あ
た
る
。
水
路
新
設
は
主
と
し
て
人
夫
賃
と
さ
れ
四
百
人
を
見
込
ん
で
い
る
。

こ
の
経
費
は
別
に
定
め
た
負
担
割
合
表
が
あ
っ
て
各
戸
で
負
担
し
て
い
る
。
負
担
は
十
等
級
に
分
け
ら

れ
、
負
担
能
力
に
応
じ
た
配
分

が
さ
れ
て
い
る
が
、
等
外
と
い
う
者
も
あ
っ
て
全
額
免
除
で
あ
る
。
明
治
十
七
年
度
で
み
る
と
、
負
担
額
二
銭
五
厘
が
最
高
で
最
低
は
一

厘
五
毛
の
記
録
が
あ
る
。

村
行
政
の
進
展
は
や
が
て
近
代
的
な
水
源
探
査
を
目
的
と
し
て
県
の
技
術
協
力
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
四
十
一
年
(
一
九
〇
八
)

県
へ
技
師
の

派
遣
を
申
請
し
て
い
る

。

乙
第
二
〇

九
号

技
師
派
遣
ノ

儀
申

請

南
都
留
郡
鳴
沢
村

本
村
ハ
従
来
ヨ
リ
飲
用
水
ニ
ミ
シ
ク
冬
季
ノ
如
キ
ハ
年
々
水
涸
レ
テ
欠
乏
ヲ
来
シ
距
離
弐
拾
余
町
ノ
大
田
和
区
ョ
リ
駄
馬
ラ
以
テ
運
搬
致
シ
漸
ク

其
日
ノ
生
活
ニ
供
ス
ル
次
第
二
付
村
民
ノ
困
難
一
方
ナ
ラ
ズ
今
回
協
議
ノ
上
従
来
僅
々
飲
用
水
ノ
湧
出
ス
ル
水
源
タ
ル
字
水
上
ノ
山
腹
ヲ
開
鑿
シ
多

量
ノ
用
水
ヲ
得
ン
事
ヲ
計
画
仕
候
処
果
シ
テ
開
鑿
ノ
為
メ
水
量
ヲ
増
加
シ
得
ベ
キ
哉
及
工
事
設
計
等
相
立
兼
候
二 ニ
付
御
庁
技
師
御
派
遣
ノ
上
御
取
調

被
成
下
度
御
派
遣

ニ
要
ス
ル
旅
費
ハ
当
村

ニ
於
テ
負
担
仕
可
候
間
特
別
ノ
御
詮
議
相
成
度
此
段
奉
願
候
也
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明
治
四
十
一
年
拾
弐
月
拾
四
日

右
鳴
沢
村
長

渡
辺
桂
次
郎

山
梨
県
知
事

熊
谷
喜
一
郎
殿

こ
れ
に
対
し
て
県
は
丸
山
技
師
を
派
遣
し
て
横
穴
を
掘
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
水
は
十
分
に
湧
い
た
が
地
中
に
し
み
こ
ん
で
し

ま
う
。
ど
う
す
れ
ば
集
水
し
て
用
水
に
供
せ
ら
れ
る
か
、
ま
た
伝
染
病
の
予
防
上
も
何
ら
か
の
指
導
を
仰
ぎ
た
い
旨
、
翌
明
治
四
十
二
年

四
月
六
日
付
で
県
へ
申
請
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
結
果
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
水
源
の
掘
削
は
続
け
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、

明
治

四
十
四
年
に
は
発
破
の
た
め
の
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
九
百
匁
と
導
火
線
百
尺
の
使
用
を
申
請
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
水
源
工
事
と
と
も
に
、
水
源
涵
養
林
と
し
て
段
和
山
八
五
四
四
番
地
の
一
、
原
野
十
町
三

畝
二
十
九
歩
の
保
安
林
編
入
を
申

請
し
た
。

昭
和
十
年
代
に
な
り
水
の
需
要
は
増
加
し
、

加
え
て
陸
軍
の

保
護
馬
を
飼
育
し
た
の
で

給
水
能
力
の
向
上
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
た

め
縦
十
材
、
横
十
一
緒
、
深
さ
四
・
五
材
の
沈
殿
池
、

同
規
模
の
配
水
池
を
構
築
す
る
こ
と
と
し
、
工

費
二
万
二
千
二
百
六
十

円
を

算

出
、

昭
和
十
六
年
九
月
県
費
の

補
助
を
申

請
し
た
。

し
か
し
そ
の
年
第
二
次
世
界
大
戦
に
突
入
し
た
た
め
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

大
正
時
代
の
記
録
と
し
て
は
、

鳴
沢
区
記
録
に
大
正
十
四
年
三

月、
水
源
改
良
の
た
め
委
員
五
名
を
選
出
し
、

掘
り
下
げ
一
間
当
た
り

三
十
円
で
十
二
間
掘
る
た
め
三
百
六
十
円
を
支
出
し
、
三
月
二
十
四
日
完
成
と
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
は
昭
和
四
年
三
月
巻
立
工
事
を
し
て

お
り
経
費
四
百
八
十
円
で
あ
っ
た
。

鳴
沢
地
区

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
村
は
、
生
活
の
安
定
と
産
業
構
造
の
変
化
進
展
に
よ
っ
て
水
の
需
要
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
き
た
。
旧
状
の
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給
水
方
法
で
は
対
処
し
き
れ
な
い
と
し
て
、
昭
和
二
十
八
年
五
月
四
日
、
簡
易
水
道
の
敷
設
を
村
議
会
は
議
決
、
水
上
を
水
源
と
し
て
一
人

一
日
九
十
影
、
一
千
九
百
人
の
給
水
人
口
、
工
費
一
千
二
十
万
円
を
要
し
て
翌
二
十
九
年
三
月
完
工
し
た
。
こ
れ
が
今
日
の
近
代
的
水
道
へ

の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
年
に
は
さ
ら
に
配
水
管
の
延
長
工
事
な
ど
を
行
っ
た
が
渇
水
期
に
は
対
処
し
き
れ
な
い
実
情
に
あ
っ
た
。

昭
和
三
十
一
年
十
月
、
臼
田
和
地
内
を
水
源
と
す
る
水
脈
を
探
知
、
こ
れ
を
開
削
し
て
取
水
し
既
設
の
水
道
に
接
続
し
需
要
に
こ
た
え

る
こ
と
と
し
た
。
工
費
三

百
四
十
五
万
六
千
円
で
隧
道
七
十
メ
ー
ト
ル
、
配
水
池
一
面
七
十
九
・
二
立
方

が、
配
水
管
八
百
二
十
四
材
が

完
工
し
た
の
は
翌
三
十
二

年
三
月
末
日
で
あ
る
。

臼
田
和
水
源
は
昭
和
三
十
二
年
度
さ
ら
に
隧
道
を
山
腹
へ
三
十
財

延
長
掘
削
し
、
こ
の
工
費
は
百
三
十
五
万
五
千
円
を
要
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
当
初
目
的
の
一
日
一
人
百
想
の
給
水
が
可
能
に
な
っ
た
。

昭
和
三
十
三

年
度
は
大
田
和
分
校
の
廃
止
に
伴
う
小
学
校
の
増
築
な
ど
、

公
共
施
設
の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
の
延
長
工
事
を
行
っ
て

い
る
。

一
方
、
水
上
の

“
デ
ク
チ
"
の
第
一
水
源
地
左
下
方
を
第
二
水
源
と
し
た
隧
道
十
五
脳
の
新
設
工
事
も
昭
和
三
十
八
年
三
月
、
工
費
七

十
七
万
五
千
円
で
完
工
し
、
一
人
一
日
百
五
十
鳥
の
給
水
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

大
田
和
地
区

大
田
和
の
簡
易
水
道
も
ま
た
鳴
沢
と
同
時
に
近
代
的
な
歩
み
を
始
め
て
い
る
。
昭
和
二
十
八
年
五
月
三
日
村
議
会
の
議
決
を
経
て
着
工

し
た
。
水
神
堀
内
の
水
源
か
ら
は
す
で
に
大
正
十
五
年
、
大
田
和
区
と
し
て
鉄
管
で
共
用
水
道
が
敷
設
し
て
あ
っ
た
が
老
朽
化
し
た
ま
ま

で
あ
っ
た
。
水
源
は
岩
壁
に
十
二
材
の
集
水
壁
を
構
築
し
、
九
十
一
立
方
法
の
配
水
池
、
延
長
一
千
六
百
九
十
一
個
を
工
費
七
百
八
十
万

九
千
七
百
八
十
九
円
を
要
し
昭
和
二
十
九
年
二
月
完
工
を
み
た
。

こ
れ
で
一
人
一
日

百
以
、

給
水
人
口
一
千
九
十
人
の
需
要
に
応
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
水
源
と
集
水
点
ま
で
の
改
良
工
事
、
漏
水
防
止
の
た
め
昭
和
三
十
年
度
百
四
万
七
千
五
百
三

十
三

円
、
翌
三
十
一
年
度
は
百

二
万
九
千
円
な
ど
の
工
事
が
続
行
さ
れ
た
。
昭
和
三
十
四
年
八
月
の
台
風
七
号
で
水
源
地
も
被
害
に
遭
っ
た
。
こ
の

た
め
水
源
の
湧
出

量

は
減
少
ま
た
は
枯
渇
し
、
そ
の
対
処
を
迫
ら
れ
た
。

こ
の
た
め
家
上
川
原
に
水
源
を
求
め
地
下
六
十
材
を
ボ
ー
リ
ン
グ
し
、
こ
こ
か
ら
取
水
し
ポ
ン
プ
に
よ
っ
て
既
設
の
配
水
池
ま
で
三

百

七
十
三
・
八
燃
を
送
水
す
る
こ
と
と
し
、
工
費
二
百
七
十
二
万
九
千
円
を
要
し
て
昭
和
三
十
六
年
二
月
着
工
、
翌
月
完
工
し
た
。
揚
水
量

は
一
昼
夜
百
五
十
立
方
が
と
し
た
。

統
合
水
道
へ

鳴
沢
、

大
田
和
両
簡
易
水
道
は
年
を
追
っ
て
整
備
さ
れ
て
は
き
た
が
水
源
の
湧
水
減
少
と
、
そ
れ
に
反
し
て
の
需
要
増
に
対
処
し
き
れ

な
く
な
っ
た
と
し
て
、
昭
和
三
十
八
年
両
水
道
の
統
合
を
決
定
し
た
。
新
た
な
水
源
を
ジ
ラ
ゴ
ン
ノ
の
富
士
観
光

(
株)
か
ら
の
無
償
供
給
水

と
し
て
三

ヵ
年
計
画
、
工
費
一
千
五
十
万
円
を
投
じ
た
。
三
十
八
年
度
は
ジ
ラ
ゴ
ン
ノ
か
ら
役
場
ま
で
の
二
千
七
百
材
の
導
水
管
敷
設

、

三
十
九
年
度
は
ジ
ラ
ゴ
ン
ノ
の
配
水
池
工
事
と
役
場
か
ら
小
暮
へ
の
送
水
管
一
千
五
百
以
敷
設
工
事
、

四
十
年
度
は
大
田
和
配
水
池
工

事

と
、
小
暮
か
ら
長
塚
ま
で
の
送
水
管
一
千
百
材
の
工
事
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
計
画
給
水
人
口
二
千
九
百
三
十
人
、
一
人
一
日
給
水
量
百

ッツ
(
た
だ
し
学
童
は
登
校
中
一
日
一
人
三
十
五
六
六
百
人

)
、

一
日
平
均
二
百
五
十
四
立
方
材
、
最
大
三
百
七
十
九
・
五
立
方

の
給
水
能
力
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
自
然
流
水
な
ど
の
な
い

本
村
は
間
も
な
く
新
た
な
水
源
の
確
保
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
四
十
一
年
青
木
ヶ
原
第
一
井
戸
二
十
材
を
掘
削
し
一
日
一
千
百
五
十
立
方

の
湧
水
を
得
た
。
さ
ら
に
、
第
二
井
戸
を
掘
削
し
て

四
十
梵
地
下
か
ら
一
日
一
千
四
百
四
十
立
方

の
湧
水
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
二
カ
所
の
井
戸
水
は
受
水
池
か
ら
一
千
五
百
五
十

脳
を
送
水
し
て
紅
葉
台
配
水
池
に
導
き
、
さ
ら
に
焼
間
ま
で
一
千
三
百
二
十
五
材
の
配
水
管
と
焼
間
か
ら
ジ
ラ
ゴ
ン
ノ
間
七
百
九
十
四
が



臼 田 和 水 源 イリノタナ水源地

水源内から集水溝へ水を集めて貯水 露出した岩壁へ直接パイプを挿し集
槽へ導水する水の出口 水している。コンクリートで密封し

てある。パイプは 7ヵ所に取り付け
てある。

春 日 水 源 臼田和水源入りロ

湧出口付近、岩盤から滲出している 水源トンネルの坑口

昭和初期まで使用した水道工具 臼田和水源内部

O

上から3本は俗称ボートウ、松丸太
へ穴をあける。上端のは直径6セン が ( )チ、長さ1.3メートル。ついで節抜 右側 旧水源 横井戸
き具、焼き通し具、不詳、ハンドル
の順(鳴沢の郷倉に保管している)
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の
配
水
管
敷
設
を
終
え
た
の
は
四
十
三

年
三

月
で
あ
る
。
こ
の
工
事
費
は
三

百
五
十
二

立
方
ぶ
の

青
木
ヶ
原
受
水
池
、

五
百
四
十
立
方
が

の
紅
葉
台
配
水
池
と
で
七
百
十
五
万
円
で
あ
る
。

水
道
計
画
は
長
期
的
な
継
続
事
業
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
大
田
和
の
前
原
地
内
に
水
源
を
求
め
は
じ
め
た
の
は
昭
和
四
十
年
電
気
探
層

に
よ
る
水
源
探

査、
四
十
一
年
テ
ス
ト
ボ
ー
リ
ン
グ
、
四
十
四
年
削
井
工
事
の
結
果
、
深
さ

百
三
十
材
で
一
日
一
千
五
百
い
の
取
水
可
能

の
水
源
を
得
た
。

こ
の
水
は
畑
地
灌
溉
用
水
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
村
内
へ
の
別
荘
開
発
を
中
心
と
す
る
水
需
用
も
ま
す
ま
す
進
み
続
け
て
い
た
。
昭
和
四
十
七
年
初
め
か
ら
大
砂
別
荘
地
な
ど
へ

の
給
水
が
要
望
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
は
前
原
水
源
を
充
て
る
こ
と
と
し
た
。

前
原
か
ら
大
砂
ま
で
は
中
間
槽
を
必
要
と
し
、
ト
コ
ノ
ク
ボ
中
間
槽
ま
で
一
千
八
十
九

、
さ
ら
に
大
砂
配
水
池
ま
で
一
千
百
五
十
財

の
送
水
管
を
敷
設
、
百
四
十
八
・
七
五
立
方
材
の
配
水
池
を
設
置
し
た
。
配
水
は
同
経
路
で
ト
コ
ノ
ク
ボ
ま
で
の
一
千
百
五
十
燐
、
中
間

槽
か
ら
大
田
和
の
国
道
ま
で
の
九
百
五
十
緒
の
配
管
工
事
と
、

前
原
水
源
の
施
設
整
備
な
ど

合
計
二
千
六
百
五
十
万
円
を
要
し
た
。
財
源

は
起
債
と
一
般
財
源
と
が
充
て
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
増
強
工
事
に
よ
っ
て
現
在
の
水
量
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
ピ
ー
ク
時
に
は
と
き
に
高
台
地
域
で
の
減
水
も
み
ら
れ
る
と
し
て
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
末
、
富
士
河
口
湖
ク
ラ
ブ
が
絶
頭
地

内
へ
ボ
ー
リ
ン
グ
し
た
水
源
か
ら
、
日
量
六
百
少
と
、
五
百
少
配
水
池
一
基
の
供
与
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
供
用
を
開
始
し
て
い
る
。

現
在
の
水

鳴
沢
村
簡
易
水
道
事
業
は
、

昭
和
五
十
年
四
月
認
可
さ
れ
た
。
し
か
し
、

実
質
的
に
は
昭
和
三
十
八
年
に
鳴
沢
、
大
田
和
両
水
道
組
合

の
合
併
し
た
時
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
の
水
源
は
青
木
ヶ
原
第
一
、

第
二
水
源
、
大
田
和
前
原
の

第
三
水
源
が
主
と
な
っ
て
お
り
、
水
神
堀
内
、
臼
田
和
、

水
上
の
昔
か



水 源 別 状 況 調(昭和61年4月1日現在)

水源名 水 源の 所在地 水源種別 年
量
間
m3
取
/年
水 備 考

日取 1, 52㎡を
第 1水源 田

南
村
都
西
留
湖
郡
字子
足和
青 浅井戸20 し

用

1
て
とし
いる
て

水

、
が
量
6
1
取
0
1
年
水は
度は
m
し

2
予
てい

存
備

m

木ケ原2068 ない。

第2水源 " 浅井戸40 326,478m

17 鳴沢村 深 井 戸 267,653第3水源 字前原3586 130m

付表(1)にみる通り山腹か
〃 } ら直接取水 、 導水管は

岩壁へ露出したまま配管第4水源|水神堀内 足和田山 49,266 されている。その総延長
8512-3 水源地のみで約100mで

ある。
表()にみる通 り 山7 }

第 水源
1
臼
1
田和1380- 41,636 へ

付
隧道
2)
約47mを掘

、
って
腹
取5 水している。隧道は高さ

1.65m、横2.5mである。
〃 付表(3)にみる通り山腹の

約13m ら取水 隧第 6水源 14,784

水 8520 1
道
隧

5
は
m
高
で
さ
あ
約
る

か
1
。
.5m、

。
横約上 .5m

- 288-

ら
の
水
源
は
わ
ず
か
の
水
を
取
水
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
青
木

存
備

ヶ
原
水
源
の
第
一
水
源
は
応
急
用
と
し
て
日
常
の
取
水
は
さ
れ
て

い
な
い
。
昔
か
ら
の
水
源
三
カ
所
は
、
現
在
で
も
不
安
定
な
取
水
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
実
用
性
は
上
表
に
み
る
通
り
三
カ

L
A

所
合
計
で

万
五
千
六
百
八

ヵ

十
十
七
立
方

で
全
取
水
量
の
一
五
・

表
直

一〇
%
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
昔
か
ら
の
水
源
は
現
在
も

ら
岩

付
隧
道

完
全
に
保
守
さ
れ
て
お
り
村
民
の
水
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。昭
和
六
十
年
度
の
水
道
事
業
会
計
は
料
金
収
入
二
千
八
百
五
十

五
万
九
千
円
、
そ
の
他
収
入
九
百
八
十
四
万
六
千
円
、

合
計
額
三

11
千
八
百
四
十
万
五
千
円
で
あ
る
。
支
出
は
三
千
百
五
十
七
万
七
千

円
と
な
っ
て
い
る
。

水
道
料
金
は
十
立
方
が
当
た
り
二

百
三

十
円

で
単
純
計
算
で
は
一
戸
当
た
り
年
間
料
金
約
四
万
円
で
あ
る
。

な
お
、

年
間
給
水
量
は
六
十
九
万
九
千
八
百
十
八
立
方
版
で
、

一

5
一
日
の
最
大
給
水
量
は
二
千
百
十
三
立
方

の
実

績
が
あ
る
。
給

水
人
口
は
二
千
四
百
十
四
人
、
戸
数
七
百
九
戸
で
あ
っ
た

が
、

現

況
で
給
水
人
口
二
千
八
百
人
の
能
力
を

有
し
て
い
る
。
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第
五
節

鳴
沢
村
の
水

本
村
の
生
活
が
生
活
用
水
の
確
保
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
き
た
か
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
録
に
残
さ
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
、

水
に
ま
つ
わ
る
村
人
の
生
活
を
記
し
て
お
く
。

こ
れ
は
、
渡
辺
卯
近
、

渡
辺
金
睦
(
鳴
沢
)
渡
辺
壱
男
(
大
田

和)
三
氏
の
資
料
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
要
約
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

鳴
沢
地
区
の
水

昔
の
送
水
管
は
竹
樋
で
あ
っ
た
か
ら
五
、
六
年
ご
と
に
交
換
し
た
。
竹
樋
の
材
料
の
竹
は
富
士
宮
市
方
面
か
ら
買
い
入
れ
る
。
こ
の
工

事
は
世
話
人
が
主
導
す
る
。
世
話
人
は
毎
年
正
月
二
十
一
日
の
“
水
神

待"
で
二
、
三
人
が
選
出
さ
れ
る
。
竹
樋
を
連
結
す
る
に
は
赤
松

の
丸
太
を
用
い
る
。
区
長
の
許
可
を
得
て
前
丸
尾
か
ら
切
っ
て
く
る
。
松
丸
太
は
約
一
緒
に
切
っ
て
小
口
か
ら
直
径
約
四
・
五
形
の
穴
を

あ
け
る
。
こ
れ
は
ボ
ー
ト
ー
(
穿
孔
具)
を
用
い
る
が
重
労
働
で
若
者
三
、
四
人
の
力
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
穴
が
あ
け
ら
れ
た
後
は
焼

い
た
鉄
棒
で
穴
の
中
を
焼
き
通
し
、
水
が
滑
ら
か
に
流
れ
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
丸
太
を
さ
ら
に
二
十
五
�
く
ら
い
に
切
断
し

て
、
そ
の
両
端
を
ク
リ
ッ
プ
と
い
う
金
具
を
使
っ
て
拡
大
し
、
竹
を
連
結
し
て
“
ツ
メ
”
を
詰
め
る
。
ツ
メ
は
枯
れ
た
桧
皮
を
木
槌
で
た

た
い
て
綿
状
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
松
を
枕
と
い
っ
た
。
こ
の
作
業
を
水
普
請
と
い
い
、
農
閑
期
の
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
水
上

の
水
源
地
を
出
口
と
い
っ
た
。
出
口
か
ら
春
日
神
社
鳥
居
下
の
分
水
箱
ま
で
は
木
槌
を
用
い
た
。
分
水
箱
は
縦
約
一
個
、
横
約
一
・
三

が
、
深
さ
約
一
緒
で
木

製
、
こ
れ
に
方
形
の
取
水
口
を
二
カ
所
取
り
付
け
る
。
取
水
口
の
大
き
さ
は
使
用
戸
数
に
応
じ
て
決
め
る
。

こ
の
分
水
箱
か
ら
の
送
水
は
竹
樋
で
あ
る
。
春
日
神
社
下
の
分
水
箱
か
ら
は
さ
ら
に
墓
地
東
、
つ
い
で
小
林
正
美
家
裏
へ
分
水
、
昭
和
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五
年
頃
渡
辺
泰
一
家
西
方
へ
も
引
い
た
。
こ
の
分
水
箱
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
p

で
造
ら
れ
鉄
管
で
通
水
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
上

村
、

西
村
、

山
道
へ
配
水
し
た
。
墓
地
東
分
水
箱
か
ら
は
水
上
、

東
村、

堀
之
内
へ
配
水
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
五
年
頃
の
鉄
管
使
用
の
通

水
は
、
同
十
年
頃
強
度
の
あ
る
鉄
管
に
替
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

分
水
箱
か
ら
各
組
合
(
小
集
落
の
)
へ
導
か
れ
た
水
は
、

組
合
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
貯
水
槽
で
溜
め
る
。

各
戸
で
は
木
桶
を
て
ん
び
ん

棒
で
か
つ
い
で
家
の
中
の
水
槽
に
運
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
水
槽
は
ミ
ズ
ブ
ネ
と
い
っ
た
。
家
へ
の
水
運
び
は
婦
人
の
朝
食
前
の
仕
事
と
さ

れ
重
労
働
で
あ
っ
た
。

水
の
枯
れ
る
秋
か
ら
冬
は
湧
水
量
が
減
る
。
そ
の
と
き
は
分
水
箱
へ
の
送
水
を
中
止
し
、
大
水
槽
一
ヵ
所
だ
け
へ
水
汲
み
に
行
く
“
番

丁
水 ("

ば
ん
ち
ょ
う
み
ず
)
と
な
る
。
こ
れ
は
水
汲
み
の
順
番
を
板
へ
書
い
て
申
し
送
り
、
そ
の
板
を
次
の
家
へ
回
し
て
か
ら
水
汲
み
に

行
く
の
で
あ
る
。
一
日
の
用
水
量
が
一
荷
あ
れ
ば
ま
だ
し
も
二
、
三
日
に
一
荷
の
水
で
生
活
と
い
う
と
き
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
は

馬
力
車
へ
数
本
の
穀
桶
を
積
ん
で
小
海
ま
で
水
汲
み
に
行
っ
た
。
穀
桶
は
穀
物
を
保
存
す
る
容
器
だ
が
、
そ
の
桶
を
流
用
し
た
も
の
で
あ

る
。
馬
の
な
い
人
た
ち
は
前
丸
尾
、
屋
敷
丸
尾
の
池
へ
汲
み
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
苦
し
い
仕
事
は
昭
和
二
十
七
年
の
春
日

神
社
西
の
大
貯
水
槽
完
成
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
水
は
不
自
由
だ
っ
た
か
ら
天
水
に
た
よ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

雨
、

雪
を
溜
め
て
用
い
る
が
木
水

(
き
み
ず
)
と
い
う
利
用

方
法
も
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
木
の
枝
か
ら
幹
を
伝
わ
っ
て
落
ち
る
水
を
集
め
る
の
だ
が
、
そ
の
木
は
、
モ
ミ
ジ
、
ブ
ナ
、
ソ
ロ
の
よ
う

に
木
肌
の
な
め
ら
か
な
樹
木
が
よ
い
と
さ
れ
、
そ
の
主
幹
に
縄
を
巻
き
、
そ
の
縄
の
先
端
か
ら
落
ち
る
水
を
溜
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

井
戸
を
掘
る
試
み
も
魔
王
社
下
、
梶
原
善
市
家
付
近
に
行
わ
れ
た
が
水
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
渡
辺
泰
一
家
で
は
水
槽

の
余
り
水
で
水
車
を
動
力
と
し
た
搗
屋
(
つ
き
や
・
精
米

業)
を
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。

大
田
和
地
区
の
水
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大
田
和
地
区
の
最
初
の
水
源
は
水
神
堀
内
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
在
で
も
湧
水
す
る
個
所
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
木
樋

で
集
落
内
へ
導
水
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
水
源
か
ら
の
取
水
が
困
難
と
な
っ
て
イ
リ
ノ
タ
ナ
に
水
源
が
求
め
ら
れ
た
。

水
源
か
ら
の
導
水
は
や
は
り
木
桶
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
明
治
五
年
頃
、
上
村
、
下
村
の
木
管
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
台
地
上
の
集
落
へ

は
各
小
字
ご
と
に

"
ス
イ
ド
ウ

"
と
い
う
水
槽
を
設
け
た
。

水
槽
は
深
さ
約
三
材
、

直
径
約
三
材
の
大
き
な
桶
を
地
上
へ
三
尺
ほ
ど
残
し

て
地
中
へ
埋
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
各
小
字
の
分
水
箱
へ
竹
樋
で
送
水
し
た
の
で
あ
る
。

水
源
池
で
分
水
し
山
道
、
江
戸
村
へ
の
分
水
を
原
村
ス
イ
ド
ウ
と
い
い
、
竹
樋
で
導
水
し
た
。
上

村
、
下
村
の
木
管
導
水
の
方
は
下
村
ス

イ
ド
ウ
と
い
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

明
治
三
十
八
年
頃
ヒ
カ
ゲ
林
の
水
道
を
上
方
へ
移
設
し
、
コ
ビ
ラ
上
り
道
下
の
水
道
を
ガ
シ
坂
下

へ
移
設
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
揚
原
、
江
戸
村
へ
水
槽
を
新
設
し
て
い
る
。
こ
の
頃
か
ら
竹
樋
は
土
管
に
替
え
ら
れ
つ
つ
あ
っ

た

r。

o

大
田
和
に
ッ
ク
ル
マ
ヤ

"
す
な
わ
ち
水
車
が
あ
っ
た
。
こ
の
水
車
は
明
治
末
年
頃
大
田
和
信
用
購
買
利
用
組
合
が
設
置
し
た
も
の
で
、

イ
リ
ノ
タ
ナ
に
あ
っ
て
、
精
粉
用
の
石
臼
二
台
、
精
白
用
の
臼
七
個
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
石
臼
は
直
径
約
七
十
秒
、
日
は
長
さ
約
四
・

二
階
角
く
ら
い
の
杵
で
つ
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
水
車
は
大
田
和
以
外
の
鳴
沢
、
大
嵐
の
人
た
ち
に
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
大

正
十
二
年
の
大
地
震
で
湧
水
量
が
減
り
は
じ
め
て
や
が
て
廃
止
さ
れ
た
。
当
時
の
水
車
は
発
電
機
用
の
タ
ー
ビ
ン
ら
し
く

直
径
一
緒
以
上

だ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
へ
耐
圧
鋼
管
で
五
・
五
妃
上
流
の
貯
水
槽
か
ら
送
水
し
て
き
た
が
、
さ
ら
に
上
流
か
ら
貯
水
槽
ま
で
は
土
管
で
導

水
し
て
い
た
。
貯
水
槽
は
二

く
ら
い
の
立
方
形
だ
っ
た
(
こ
れ
は
貯
水
槽
と
い
う
よ
り
水
勢
を
調
節
す
る
調
整
槽
と
思
わ
れ
る

)。
そ

の
上
流
に
は
水
神
と
刻
ま
れ
た
碑
が
あ
っ
た
。
水
車
は
、

や
が
て

電
力
利
用
の
精
穀
所
と
し
て
新
た
に
現
在
の
大
田
和
農
協
の
位
置
へ
建

設
さ
れ
た
。

水
を
各
地
区
へ
公
平
に
分
水
す
る
た
め
に
“
タ
ツ
”
"
が
用
い
ら
れ
た
。
タ
ッ
と
は
水
の
出
口
を
調
節
す
る
た
め
上
げ
下
げ
を
適
切
に
で
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き
る
一
種
の
サ
イ
ホ
ン
原
理
を
応
用
し
た
器
具
で
あ
り
、
大
田
和
独
自
の
工
夫
が
さ
れ
て
い
た
。
着
想
は
神
社
な
ど
に
あ
る
龍
口
で
あ
ろ

う
と
い
わ
れ
て
き
た
。

第
六
節

国
民
健
康
保
険

制
度
発
足
か
ら
終
戦
時
ま
で

「
国
民
健
康
保
険
法
」
は
昭
和
十
四
年
四
月
公

布、
同
年
七
月
か
ら
施
行
さ
れ し
た
。
こ
の
法
律
は
昭

和
三
十
三

年
の
全
面
改
正
に
よ
っ

て
国
民
皆
保
険
の
基
礎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

当
初
の
法
律
は
、

当
時
の
地
域
社
会
の
連
帯
を
基
盤
と
し
た
地
域
保
険
制
度
を
確
立
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
大
正
十
一
年
(
一
九
二
二
)

制
定
さ
れ
た
健
康
保
険
法
の
及
ば
な
い
職
域
を
救
済
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
要
点
は
次
の
通
り
と
さ
れ
た
。

-
相
互
扶
助
の
精
神
が
容
れ
ら
れ
や
す
い
市
町
村
を
単
位
と
し
た
自
治
的
組
合
を
組
織
し
実
情
に
応
じ
た
事
業
経
営
を
図
る
。

( )
保
険
者
は
市
町
村
区
域
内
の
世
帯
主
で
組
織
す
る
組
合
、
及
び
同
一
事
業
ま
た
は
同
種
業
務
の
従
事
者
で
組
織
す
る
特
別
組
合
と
す
る
。
医
療

利
用
組
合
の
事
業
代
行
を
認
め
る
。
す
べ
て
任
意
設
立
と
す
る
。

I
I

被
保
険
者
は
組
合
員
及
び
そ
の
家
族
で
原
則
的
に
任
意
加
入
と
す
る
。

給
付
は
療
養
、
助
産
及
び
葬
祭
と
し
て
現
物
給
付
で
現
金
給
付
も
認
め
る
。

)( 4
保
健
施
設
は
傷
病
の
予
防
、
健
康
診
断
、
保
養
、
そ
の
他
こ
の
目
的
に
関
す
る
施
設
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

代
保
険
料
は
、
そ
の
額
、
徴
収
方
法
な
ど
は
規
約
で
定
め
、
か
つ
一
定
期
間
給
付
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
は
一
部
払
い
戻
し
を
認
め
る
。

)( 4
医
療
機
関
は
組
合
と
医
師
ま
た
は
薬
剤
師
と
の
契
約
に
よ
る
。

(1)
組
合
は
組
合
会
と
理
事
に
よ
っ
て
行
う
。

)( 4
組
合
は
連
合
会
を
設
立
で
き
る
。
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当
時
は
社
会
保
障
と
い
う
こ
と
に
理
解
の
乏
し
い
時
代
で
あ
り
、
果
た
し
て
、
制
度
が
受
け
入
れ
ら

れ
、
か
つ
順
調
な
進
展
を
み
せ
る

か
否
か
懸
念
さ
れ
た
。
主
管
し
た
厚
生
省
は
十
カ
年
計
画
で
全
国
二
千
五
百
万
人
を
加
入
対
象
と
し
て
組
織
を
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
戦
時
体
制
に
移
行
し
た
時
代
の
時
代
的
要
求
な
ど
の
要
因
が
あ
っ
て
五

ヵ
年
で
目
的
を
達
成
し
、
昭
和
十
八
年
ま
で
に
は
三
千
七

百
二
十
九
万
人
が
加
入
し
た
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
年
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
当
時
は
組
合
数
一
万
三
百
四
十
九
、
被
保
険
者
四
千
七
十

四
万
五
千
六
百
二
十
四
人
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
戦
時
の
社
会
情
勢
下
に
あ
っ
て
は
医
療
関
係
者
の
不

足、
医
薬
品
の
欠
乏
な
ど
が
あ
っ
て
そ
の
事
業
運
営
は
困
難
を

極
め
た
。
厚
生
省
の
指
導
も
意
に
任
せ
ず
終
戦
を
む
か
え
、
昭
和
二
十
二
年
の
調
査
で
は
休
止
組
合
は
四
四
%
に
達
し
て
い
る
。
戦
時

中
か
ら
戦
後
へ
か
け
て
の
イ
ン
フ
レ
は
保
険
財
政
に
破
局
的
な
状
況
を
も
た
ら
し
、
休
止
し
な
い
組
合
で
あ
っ
て
も
給
付
水
準
の
引
き
下

げ
、
給
付
範
囲
の
縮
小
、
さ
ら
に
積
立
金
の
取
り
く
ず
し
な
ど
で
窮
地
を
切
り
抜
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
経
済
の
混
乱
、
人
心
の
動

揺
は
医
療
保
険
制
度
の
維
持
そ
の
こ
と
自
体
を
左
右
し
か
ね
な
い
時
代
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

本
村
の
国
保
発
足

昭
和
十
四
年
公
布
さ
れ
た
「
国
民
健
康
保
険
法
」
は
、

昭
和
十
七
年
の
改
正
で

知
事
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
強
制
設
立
が

で
き
る
こ
と
と
し
、
組
合
員
資
格
を
有
す
る
者
を
強
制
加
入
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
ま
た
診
療
機
関
も
組
合
と
の
契
約
で
は
な

く
知
事
の
指
定
制
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
県
は
「
昭
和
十
七
年
度
国
民
健
康
保
険
組
合
普
及
計
画
」
を
策
定
し
、

被
保
険
者
数
十
八
万
九
千
人
、
八
十
五
組
合
設

立
を
目
標
と
し
て
積
極
的
な
設
立
指
導
に
当
た
る
こ
と
と
な
り
、

国
庫
補
助
金
五
万
七
千
三

百
六
十
五
円
が
設
立
補
助
金
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
計
画
の
な
か
で
本
村
は
設
立
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。

南
都
留
郡
で
は
ほ
か
に
秋
山
村
・
道
志
村
・
東
桂
村
・
西
桂
村
・
中
野
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村
・
福
地
村
・
船
津
村
・
大
石
村
・
河
口
村
が
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
。

村
は
昭
和
十
八
年
二
月
設
立
趣
意
書
に
よ
っ
て
村
民
の
同
意
を
得
て
設
立
の
は
こ
び
と
な
っ
た
。
そ
の
設
立
趣
意
書
は
次
の
通
り
で
あ

p
e
r

今
般
県
知
事
よ
り
指
定
さ
れ
村
民
が
病
気
に
罹
っ
た
り
分
娩
を
し
た
り
し
た
場
合
等
の
費
用
に
お
互
に
困
ら
な
い
や
う
に
平
常
か
ら
掛
金
を
出
し

合
て
置
い
て
医
者
や
産
婆
な
ど
に
は
そ
の
集
っ
た
金
の
中
か
ら
支
払
ふ
や
う
に
す
る
組
織
の
国
民
健
康
保
険
組
合
を
本
村
に
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
に
な
り
ま
し
た
の
で
次
の
事
項
を
読
ん
で
同
意
し
て
下
さ
い

同
意
の
お
方
は
末
尾
に
あ
る
同
意
書
に
必
要
事
項
を
記
載
し
て

月
日
迄
に
事
務
所
(
村
役

場)
へ
提
出
し
て
下
さ
い

記

1
組
合
員
に
な
る
者

本
村
に
住
む
世
帯
主
は
組
合
員
に
な
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

二
、
被
保
険
者
に
な
る
者

世
帯
主
が
組
合
員
に
な
り
ま
す
と
世
帯
主
も
家
族
も
全
部
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。
唯
左
記
の
者
は
被
保
険
者
に
な
れ
ま
せ
ん

。

イ
工
場
や
鉱
山
の
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
っ
て
居
る
者

ロ
、
本
村
に
転
住
し
て
か
ら
一
月
に
な
ら
ぬ
者

三
、

保
険
給
付
概
要
(
医
者
や
産
婆
に
か
ゝ
る
方
法
)

イ
、

被
保
険
者
に
な
り
ま
す
と
病
気
や
負
傷
の
場
合
に
は
山
梨
県
内
の
ど
の
医
者
に
も
受
診
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
費
用
は
大
部
分
組
合
で
出

し
ま
す
が
唯
療
養
に
要
し
た
費
用
の
四
割
だ
け
は
組
合
員
に
負
担
し
て
貰
は
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

療
養
の
給
付
は
同
一
傷
病
な
ら
百
八
十
日
ま
で
致
し
ま
す
。

ロ
、
被
保
険
者
が
分
娩
す
る
場
合
に
は
手
当
金
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

四
、
其
の
他
の
組
合
の
事
業

組
合
で
は
被
保
険
者
の
健
康
を
増
進
さ
せ
る
為
に
予
防
注
射
や
健
康
診
断
や
其
の
外
種
々
の
施
設
を
す
る
予
定
で
す
。

五
、

保
険
料
の
概
要

A
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組
合
員
は
毎
月
等
級
に
よ
る
保
険
料
等
を
納
付
す
る
事
に
な
り
ま
す
。
保
険
料
は
最
高
四
円
最
低
十
銭
平
均
二
円
程
度
と
な
る
予
定
で
す
。

右
の
外
家
族
が
五
人
以
上
の
場
合
は
超
過
人
員
一
人
に
付
き
五
銭
の
割
増
保
険
料
を
納
め
る
事
に
な
り
ま
す
。

六
、

組
合
の
構
成
の
概
要

組
合
に
は
組
合
会
を
置
い
て
重
要
事
項
は
そ
こ
で
決
め
ま
す
。
組
合
会
は
組
合
員
か
ら
選
ば
れ
た
議
員
が
集
っ
て
開
き
ま
す
。

七
、

其
の
他

尚
組
合
に
は
政
府
か
ら
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

昭
和
十
八
年
二
月

日

発
起
人
(
記
名
な
し
)

こ
の
設
立
時
の
補
助
金
は
一
人
に
つ
き
十
三
銭
四
厘
が
交
付
さ
れ
た
。
国
保
組
合
と
し
て
事
業
を
開
始
す
る
の
は
昭
和
十
九
年
四
月
五

日
で
あ
っ
た
か
ら
約
一
ヵ
年
の
準
備
期
間
を
要
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

戦
時
下
の
発
足
は
た
ち
ま
ち
戦
時
下
の
イ
ン
フ
レ
に
直
面
し
苦
難
の
経
営
を
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
年
の
収
支
状
況
を
同
年
四
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
九

ヵ
月
の
報
告
書
で
み
る
と
、
十
二
月
末
日
累
計
で
収
入
三
千
四
百
九
十

二
円
三
十
一
銭
(
保
険
料
三
千
十
八
円
四
十
三
銭
、
一
部
負
担
金
四
百
七
十
三
円
八
十
八
銭
)
支
出
は
五
千
四
十
四
円
九
十
一
銭
(
給
付
額
四
千
百

五
十二

円
十
一
銭
、
事
務
費
六
百
八
十
二
円
八
十
銭
、
施
設
費
二
百
十
円
)
で
差
し
引
き
一
千
五
百
五
十
二
円
六
十
銭
の
不
足
額
を
示
し
て
い

る

r
e。な

お
、
こ
の
期
の
給
付
対
象
者
は
入
院
九
人
、
延
べ
六
十
八
日
、
外
来
六
十
五
人
、
延
べ
五
百
四
十
人
、
助
産
十
九
人
で
、
助
産
給
付

は
一
件
十
円
で

あ
っ
た

。

戦
後
の
国
保

第
二
次
世
界
大
戦
の
な
か
で
組
織
さ
れ
、
二
ヵ
年
足
ら
ず
で
終
戦
を
迎
え
た
国
保
は
、

本
村
の
み
な
ら
ず
経
営
は
行
き
詰
ま
り
崩
壊
寸
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前
の
状
況
下
に
あ
っ
た
。
政
府
と
し
て
も
そ
の
対
策
は
焦
眉
の

急
と
し
て
い
た
が
、
二
十
一
年
五
月
「
全
国
国
保
連
合
会
協
議
会
」
が
結

成
さ
れ
、
の
ち
に
国
保
刷
新
連
盟
と
な
っ
て
国
庫
補
助
の
増
額
運
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

同
二
十
二
年
六
月
連
合
軍
総
司
令
部
は
国
保
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
意
見
を
声
明
し
た
。
加
え
て
新
憲
法
の
理
念
を
う
け
て
の
総
合
的

で
広
範
な
社
会
保
障
制
度
が
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

社
会
保
障
制
度
調
査
会

は、
同
年
十
月
「
社
会
保
障
制
度
要
綱
」
を
答

申、
こ
れ
を
う
け
て
国
保
の

市
町
村
公
営
の
原
則
を
中
心
と
す

る
改
正
案
が
策
定
さ
れ
、

同
二
十
三

年
第
二
国
会
で
可
決
、

七
月
施
行
さ
れ
た
が
そ
の
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

国
保
は
原
則
と
し
て
市
町
村
公
営
と
す
る
。

市
町
村
が
公
営
し
な
い
場
合
に
限
っ
て
国
保
組

合、
非
営
利
社
団
法
人
の
国
保
経
営
を
認
め
る
。

( 1口
の
場
合
で
も
重
要
事
項
は
市
町
村
議
会
の
議
決
を
必
要
と
す
る
。

(四)
指
定
保
険
医
制
を
療
養
担
当
者
制
と
す
る
。

(
診
療
報
酬
は
保
険
者
と
療
養
担
当
者
が
協
議
し
て
決
定
す
る
。

(
社
会
保
険
診
療
報
酬
算
定
協
議
会
の
法
定
化

。

(
助
産
の
給
付
を
保
健
施
設
に
加
え
る

。

保
険
料
の
払
い
戻
し
制
を
廃
止
す
る
。

(
組
合
の
強
制
設
立
規
定
を
な
く

す
。

1
0

普
通
組
合
は
強
制
加
入
と
し
、

被
保
険
者
の
範
囲
を

市
町
村
と

同
じ
に

す
る
。

口
国
庫
補
助
金
の
交
付
を
明
文
化
す
る
。

こ
の
大
改
正
で
国
保
診
療
は
利
用
度
が
高
く
な
り
、
そ
の
た
め
数
年
を
経
ず
し
て
財
政
は
保
険
料
収
入
の
拡
大
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
保
険
料
を
保
険
税と
し
て
徴
収
す
る
こ
と
と
し
地
方
税
法
改
正
に
よ
り
国
保

税が
創
設
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十
六

年
四
月
で
あ
る
。



-‒298-

し
か
し
な
が
ら
こ
の
財
源
確
保
に
よ
っ
て
も
医
療
給
付
の
増
大
に
対
応
で
き
ず
国
庫
補
助
の
増
額
を
必
要
と
し
、
事
務
費
の
十
割
補
助

が
実
現
し
た
。
年
を
追
っ
て
医
療
費
は
増
大
し
つ
づ

け
、

昭
和
三

十
年
に
は
給
付
費
に
対
す
る
国
庫
補
助
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
国
保
経
営
は
好
転
を
み
せ
は
じ
め
、
念
願
で
あ
っ
た
国
民
皆
保
険
を
め
ざ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
昭
和
三
十
二
年
四
月

「
国
民
皆
保
険
推
進
本
部
」
が
設
置
さ
れ
、
普
及
四
カ
年
計
画
を
策
定
し
、
同
三
十
五
年
度
に
は
二
千
万
人
の
未
適
用
者
を
す
べ
て
保
険

に
加
入
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
実
施
の
横
浜
市
、
名
古
屋
市
、
京
都
市
及
び
大
阪
市
を
最

後
と
し
て
全
国
民
の
皆
保
険
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

給
付
水
準
も
昭
和
三

十
八
年
に
世
帯
主
七
割
、

世
帯
員
は
同
四
十
一
年
七
割
の
実
現
、
国
庫
負
担
率
四
割
、

調
整
交
付
率
五
%
な
ど
所

要
の
改
正
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

本
村
の
現
状

本
村
の
国
保
は
創
設
以
来
四
十
二

年
、

長
い
戦
中
戦
後
の
休
止
状
態
か
ら
改
組
再
建
し
た
昭
和
二

十
八
年
七
月
か
ら
二
十
三
年
村
民
の

医
療
に
大
き
く
寄
与
し
な
が
ら
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

時
代
の
推
移
に
伴
う
改
正
で
老
人
保
健
法
、
退
職
被
保
険
者
な
ど
と
の
調
整
が
図
ら
れ
、
国
保
事
業
の
健
全
を
め
ざ
し
た
運
営
が
な
さ

れ
つ
つ
あ
る
。

昭
和
五
十
九
年
度
の
収
支
決
算
状
況
を
み
る
と
収
入
合
計
額
一
億
二
千
六
百
三
十
三
万
三
千
円
、

支
出
合
計
額
一
億
九
百
八
十
八
万
七

千
円
で
差
引
残
額
一
千
六
百
四
十
四
万
五
千
円
で
あ
る
。

一
世
帯
当
た
り
の
保
険
税
は
九
万
五
千
八
十
円
と
な
り
、
被
保
険
者
一
人
当
た
り
の
療
養
諸
費
額
は
七
万
七
千
九
百
六
十
三
円
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
は
別
表 )①

示
す
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
保
険
税
の
賦
課
状
況
、
給
付
の
推
移
は
そ
れ
ぞ
れ
別
表
②
( 3 )
に
み
る
通
り

で
あ
る
。



第一章 保健衛生

別表(1)
昭和59年度国保収支調 (単位 千円)

収入 支出
,-

目 額 | 科 目 金 額
1保 険 税 43,723 総 務 費| 4,160

国 庫 支 出 金 60,432 保 険 給 付 費 79,780
療養給付費交付金| 3,193 老人保健支出 金 22,587
|県 支 出 金| 686 共同事業拠出 金
一般会計繰入金 4,500 保 健 施 設 費 175

繰 越 金 11,504 その他 支 出 金 3,183
その 他の 収 入 2,296

合 計 126,333 合 計 109,887

収支差引残額 16,445

別表(2)
保険税の 賦課状況

険 定 額 及 び 割 合内訳
数
徴収回 所 得 割

保
額 |

税
資
算
産 割 額 T 均 等 割 額 平

年度 金 額 割 合|金 額|割 合|金 額|割 合 金 額
千円 % 千円 % 千円 % 千円(

昭和39 378 39.05 102 10.54 343 35.43 145
42 1,018 40.16 257 10.14 882 34.79 378
46 2,179 40.60 532 9.91 1,854 34.55 802

50 5,965 40.85 1,464|10.03 5,029 34.44 2,145

55 3 10,649 39.87 2,671 10.00 9,373 35.10 4,013
59 3 18,783 40.59 4,690 10.13 15,826 34.20 6,980

減 免 額 賦課限度
割 額 計 軽

保
減
険税
額災害等に その他 をの超える 増減額 調定額

#割 合% 千円 千円よ
るもの

千円
額

千円 千円 千円

14.98 968 12| 一 956

14.91 2,535 362 49 2,131
14.94 5,367 691 65 98 △20 4,493
14.68 14,603 669 241 122 134 13,705
15.03 26,706 1,584 487 1,040 25,675
15.08 46,279 2,366 442 741 44,212

注 昭和39年度の斜線表示欄は集計対象となっていない。
資料は県行政センターによる。(2)、(3)
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別表(3)-A
被保険者及び給付額調

内 訳世 帯|!被保険被保険事務:保 健一 部 給 付 範 囲
担 ほ て

年度\数 末

者
(年
)

数
度
|

均

者
(年
)

数
平z職 員婦 数割

負
合往診給食寝具|

科
歯助 産育 児葬 祭そ の

度
* 数 つ

%
昭和393381,6511,640 2 2主30 �O �O 02,000 3001,000

員30
423621,644)1,660 30 0 02,000 3001,000円

463831,6071,614 1 30 0 0 010,0001,2002,000|

別表(3)-‒B

内訳 世帯数 被保険者数 事務保健
老
給
人
対
医
象
療
者数
費支 任意給付範囲

年度
年
末
在現
度踊年平均

間
現年在
度末

均年間平
工「職数具|婦数末

在

年
現
度|
平
年
均間| 産|育 児葬 祭|他

そ
Als
の

昭和50 4054001,5501,553 1 T - R A T A 124 12340,0001,2002,000

55 4474301,4951,495 158 14740,000) 5,000

59 4794651,5211,494 197| 195100,000 5,000円

注(1)59年度は退職被保険者数が年度末で51名ある。
(2)59年度の老人医療対象者は老健と読み替える。
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